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令和７年第３回京丹波町議会定例会（第１号） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令 和 ７ 年 ８ 月 ２ ９ 日 （ 金 ） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開 会 　 　 午 前 　 ９ 時 ０ ０ 分 

 

１　議事日程 

　　第　１　会議録署名議員の指名 

　　第　２　会期の決定 

　　　　　　　　　　　　　自　令和７年　８月２９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５日間 

　　　　　　　　　　　　　至　令和７年　９月２２日 

　　第　３　諸般の報告 

　　第　４　行政報告 

　　第　５　同意第　２号　京丹波町名誉町民の称号を贈ることについて 

　　第　６　諮問第　２号　人権擁護委員候補者の推薦について 

　　第　７　議案第５５号　京丹波町幸せを感じ豊かな心を育む人権尊重のまちづくり条例の 

　　　　　　　　　　　　　制定について 

　　第　８　議案第５６号　京丹波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び京丹波町職員 

　　　　　　　　　　　　　の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

　　第　９　議案第５７号　京丹波町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関す 

　　　　　　　　　　　　　る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

　　第１０　議案第５８号　令和７年度　道の駅「瑞穂の里・さらびき」厨房機器購入契約に 

　　　　　　　　　　　　　ついて 

　　第１１　議案第５９号　社会資本整備総合交付金事業　町道安井南谷線（第３工区）道路 

　　　　　　　　　　　　　改良工事請負契約の変更について 

　　第１２　議案第６１号　令和７年度京丹波町一般会計補正予算（第２号） 

　　第１３　議案第６２号　令和７年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

　　第１４　議案第６３号　令和７年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

　　第１５　議案第６４号　令和７年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

　　第１６　議案第６５号　令和７年度京丹波町町営バス運行事業特別会計補正予算（第１号） 

　　第１７　議案第６６号　令和７年度京丹波町水道事業会計補正予算（第１号） 



－２－

　　第１８　認定第　１号　令和６年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定について 

　　第１９　認定第　２号　令和６年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認 

　　　　　　　　　　　　　定について 

　　第２０　認定第　３号　令和６年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

　　　　　　　　　　　　　について 

　　第２１　認定第　４号　令和６年度京丹波町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

　　　　　　　　　　　　　ついて 

　　第２２　認定第　５号　令和６年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　第２３　認定第　６号　令和６年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算の認 

　　　　　　　　　　　　　定について 

　　第２４　認定第　７号　令和６年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算の認 

　　　　　　　　　　　　　定について 

　　第２５　認定第　８号　令和６年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　第２６　認定第　９号　令和６年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　第２７　認定第１０号　令和６年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　第２８　認定第１１号　令和６年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　第２９　認定第１２号　令和６年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

　　　　　　　　　　　　　ついて 

　　第３０　認定第１３号　令和６年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　第３１　認定第１４号　令和６年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定について 

　　第３２　認定第１５号　令和６年度京丹波町水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　第３３　認定第１６号　令和６年度京丹波町下水道事業会計決算の認定について 

　　第３４　報告第　３号　健全化判断比率について 

　　第３５　報告第　４号　資金不足比率について 
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　　第３６　報告第　５号　公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会に関する経営状況 

　　　　　　　　　　　　　について 

　　第３７　報告第　６号　一般財団法人京丹波農業公社に関する経営状況について 

　　第３８　報告第　７号　一般財団法人和知ふるさと振興センターに関する経営状況につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　第３９　報告第　８号　グリーンランドみずほ株式会社に関する経営状況について 

 

２　議会に付議した案件 

　　議事日程のとおり 

 

３　出席議員（１３名） 

　　　１番　　山　﨑　裕　二　君 

　　　２番　　山　﨑　眞　宏　君 

　　　３番　　畠　中　清　司　君 

　　　４番　　伊　藤　康　二　君 

　　　５番　　居　谷　知　範　君 

　　　６番　　西　山　芳　明　君 

　　　７番　　隅　山　卓　夫　君 

　　　８番　　谷　口　勝　已　君 

　　　９番　　山　田　　　均　君 

　　１０番　　東　　　まさ子　君 

　　１１番　　松　村　英　樹　君 

　　１２番　　森　田　幸　子　君 

　　１３番　　梅　原　好　範　君 

 

４　欠席議員（０名） 

 

５　説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２６名） 

　　町 長　　　　　畠　中　源　一　君 

　　副 町 長　　　　　山　森　英　二　君 

　　総 務 部 長　　　　　松　山　征　義　君 
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　　健 康 福 祉 部 長　　　　　中　川　　　豊　君 

　　産 業 建 設 部 長　　　　　栗　林　英　治　君 

　　企 画 情 報 課 長　　　　　堀　　　友　輔　君 

　　総 務 課 長　　　　　田　中　晋　雄　君 

　　財 政 課 長　　　　　山　内　明　宏　君 

　　デジタル政策課長　　　　　田　畑　昭　彦　君 

　　税 務 課 長　　　　　小　山　　　潤　君 

　　住 民 課 長　　　　　大　西　義　弘　君 

　　福 祉 支 援 課 長　　　　　原　澤　　　洋　君 

　　健 康 推 進 課 長　　　　　宇　野　浩　史　君 

　　子 育 て 支 援 課 長　　　　　保　田　利　和　君 

　　医 療 政 策 課 長　　　　　中　野　竜　二　君 

　　農 林 振 興 課 長　　　　　山　内　敏　史　君 

　　商 工 観 光 課 長　　　　　片　山　　　健　君 

　　土 木 建 築 課 長　　　　　小　松　聖　人　君 

　　上 下 水 道 課 長　　　　　村　田　弘　之　君 

　　会 計 管 理 者　　　　　谷　口　玲　子　君 

　　瑞 穂 支 所 長　　　　　豊　嶋　浩　史　君 

　　和 知 支 所 長　　　　　山　内　善　史　君 

　　教 育 長　　　　　松　本　和　久　君 

　　教 育 次 長　　　　　岡　本　明　美　君 

　　学 校 教 育 課 長　　　　　四　方　妃佐子　君 

　　社 会 教 育 課 長　　　　　西　山　直　人　君 

 

６　欠席執行部（０名） 

 

７　出席事務局職員（２名） 

　　議 会 事 務 局 長　　　　　　樹　山　敬　子 

　　書 記　　　　　　山　本　美　子 
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開会　午前　９時００分 

○議長（梅原好範君）　改めまして、皆さん、おはようございます。 

　　本日の会議は、健康管理のため、水筒等での飲料の持込みを許可しております。 

　　ただいまの出席議員は１３名であります。 

　　定足数に達しておりますので、令和７年第３回京丹波町議会定例会を開会いたします。 

　　直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（梅原好範君）　日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

　　会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、５番議員・居谷知範君、６番議

員・西山芳明君を指名します。 

　　なお、以上のご両君に差し支えのある場合は、次の議席の方にお願いいたします。 

 

《日程第２、会期の決定》 

○議長（梅原好範君）　日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

　　お諮りします。 

　　本定例会の会期は、本日から９月２２日までの２５日間としたいと思います。 

　　これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　異議なしと認めます。 

　　本定例会の会期は、本日から９月２２日までの２５日間と決しました。 

　　会期中の予定については、事前に配付の会期日程表のとおりであります。 

 

《日程第３、諸般の報告》 

○議長（梅原好範君）　日程第３、諸般の報告を行います。 

　　本定例会に町長から提出されています案件は、同意第２号ほか３４件です。 

　　後日、町長から追加提案の提出があります。 

　　提案説明のため、畠中町長ほか関係者の出席を求めました。 

　　７月２３日に、全議員研修会が京都市内で開催され、全議員に出席いただきました。 

　　８月８日には、広報編集正副委員長研修会が京都市内で開催され、正副委員長に出席いた

だきました。 
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　　また、８月２２日には、議会運営委員長・常任委員長研修会が京都市内で開催され、各委

員長に出席いただきました。 

　　６月２０日、２５日、２６日、７月１日、７日、１４日に議会広報広聴特別委員会が開催

され、議会だより発行に向けた会議が行われ、議会だより第８９号の発行をいただきました。 

　　８月２６日に、議会運営委員会が開催され、本定例会の運営等について協議されました。 

　　また、同日、全員協議会が開催され、議会運営委員会での協議、決定内容の報告等が行わ

れるとともに、京丹波町幸せを感じ豊かな心を育む人権尊重のまちづくり条例について、担

当課より説明を受けました。 

　　一昨日、京都府町村議会議長会主催の府政懇談会が開催され、１１町村の切実な要望を、

知事、副知事をはじめ、各振興局長、府幹部職員に直接要望を伝え、ご意見をいただきまし

た。 

　　京丹波町監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたので、お手元に配付しており

ます。 

　　京丹波町情報センターに対し、自主放送番組での本会議の放映を依頼しましたので、報告

します。 

　　本日、本会議終了後、議会広報広聴特別委員会が開催されますので、お世話になりますが、

よろしくお願いいたします。 

　　以上で、諸般の報告を終わります。 

 

《日程第４、行政報告》 

○議長（梅原好範君）　日程第４、行政報告を行います。 

　　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　本日ここに、令和７年第３回京丹波町議会定例会をお願いいたしまし

たところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集いただきまして、誠

にありがとうございます。 

　　また、日頃、議員各位には、円滑な町政の推進にご支援、ご協力をいただいておりますこ

とに厚くお礼を申し上げます。 

　　今期定例会では、令和６年度決算を上程させていただくこととなりました。幸せのまちづ

くりが芽吹く年と位置づけ、様々な事業のさらなる展開を図ってまいりました。これも、議

員各位並びに町民の皆様の深いご理解とご協力によるものと熱く感謝を申し上げます。 

　　本年は、昨年より遅く梅雨入りしたにもかかわらず、６月２７日には平年よりかなり短い
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期間で梅雨明けするということになりました。まさに連日の酷暑続きということであり、一

時は水不足に伴う使用制限や農作物への影響を非常に懸念しておりましたが、ここまで順調

に生育しているものと思っております。今後、米をはじめとする本町の特産物が無事に収穫

され、それぞれの地域が潤うことを願うところでございます。 

　　京丹波町のタウンプロモーション方針やアクションプランの策定とその実行を目的として、

令和５年に設立いたしました官民連携組織である「京丹波イノベーションラボ」は、このた

び法人化され、令和７年６月１３日付で特定非営利活動法人、いわゆるＮＰＯ法人としての

活動を始められました。今後は独立した法人として、責任や活動範囲を明確化し、本町が持

つ資源を活用したタウンプロモーションに関する事業に取り組まれ、町の活気と認知向上に

寄与するような活動が展開されていくこととなります。 

　　本町竹野地域鎌倉区のご出身で、現在、京都大学高等研究院特別教授兼同副院長の野田　

進氏におかれましては、須知高校を卒業された後、京都大学に進学され、永く光量子電子工

学の分野における研究にご尽力され、幅広い産業分野に応用が可能な「フォトニック結晶」

の高性能レーザーを開発されております。これまで紫綬褒章など数々の受賞をされており、

とりわけ日本の学術賞としては最も権威のある賞の１つである「日本学士院賞」も受賞され

ているところです。 

　　このたび、制定いたしました京丹波町名誉町民条例に該当する功績をお持ちであることか

ら、ぜひ名誉町民として顕彰させていただきたいと思い、９月議会に上程させていただいた

ところであります。 

　　次に、本年度の主要事業の執行状況についてご報告を申し上げます。 

　　一昨年から庁内で合併２０周年に向けたプロジェクトチームを組織して、記念式典をはじ

め、様々な関連事業を企画してまいりました。町民大学の講座として、本町の医・職・住に

ついて考えるウェルネス講演会を１０月４日に実施します。１０月１１日には和知ふれあい

センターにおいて、合併２０周年記念式典を開催し、多くの皆さんと共にお祝いしたいと思

っております。 

　　また、毎年町内外から多くの来場者をお迎する「京丹波マルシェ２０２５」を、今年は初

めて１０月１８日と１９日の２日間開催することとしております。 

　　１８日には「全国モンブラン大会」を併せて開催することとして、全国の栗産地から出品

されるモンブランのコンテストを実施する予定です。１９日は、合併記念行事として音楽イ

ベントを開催します。これは、ＮＰＯ法人京丹波イノベーションラボが総合プロデュースを

担い、和楽器を中心に町内のアーティストなどが出演して、京丹波町の未来へのメッセージ
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を発信しながら盛り上げていただくこととしています。 

　　さらに、秋の京丹波路を駆け抜ける京都丹波ロードレース大会では、今年は公務員ランナ

ーからプロランナーに転向され活躍されている川内優輝選手をゲストランナーに迎ることと

しており、このような様々な事業を通じて、これまでの町の歩みを振り返りながら、本町の

未来に向けた事業となるよう、職員と共に取り組んでいきたいと考えております。 

　　慢性的な人口減少に伴って、労働人口の確保が課題となることが想定されており、いわゆ

る団塊ジュニアが定年を迎る２０４０年問題に対応するため、役場組織といたしましても、

この間、給料表の改正などに取り組んできたところです。 

　　今年度は、プロモーション戦略室と連携して、町の魅力化の取組として、大学生等による

主に一般職を対象としたインターンシップを実施いたしました。８月４日から１週間、参加

者は積極的に取り組んでいただき、本町の様々な部署での就業体験を通じて、公務職場での

就業意識の向上や町政への興味や理解を深めていただきました。今後の人材確保につながっ

ていくものと、大いに期待しております。 

　　本年２月に開催しました京丹波町総合教育会議において、早期に設置するとしておりまし

た和知地区の小中学校のあり方に係る検討委員会につきましては、去る７月１７日に第１回

目の検討委員会を開催し、地域の実情を踏まえ、児童生徒の学びを保障するための望ましい

学校の在り方について検討いただくよう諮問を行ったところです。今年度末までに一定の方

向性が見いだせるよう、検討を進めていただくこととしております。 

　　そのような中、本町の子どもたちが、交流を通じて文化や歴史などの理解を深めるため、

８月４日から６日まで友好町である福島県双葉町を訪問いたしました。昨年は本町にお招き

しましたが、今回は私も同行し、伊澤史朗町長や幹部職員等の皆さんと共に両町の生徒の交

流会に参加し、活発な意見交換を行いました。 

　　須知高校生２名と町内３中学校の生徒６名は、双葉中学校の生徒の皆さんとの交流のほか、

双葉町教育委員会が町内の学校を考える事業として実施されている、東京大学と連携したサ

マースクールにも参加させていただき、様々な角度から学びを深めていただいたと考えてお

り、大変充実した事業となったところです。 

　　「人材育成による持続可能なまちづくり事業」では、須知高校魅力化プロジェクトの中で

これまで５回の勉強会を開催し、将来ビジョンの作成を進めるとともに、須知高校と連携し

魅力化に取り組む人材として任用する魅力化コーディネーターの選定作業を進めております。

また、ホッケー部への入部を条件とした全国募集についても、東京と大阪で行われた「地域

みらい留学高校進学フェス」に須知高校と共に参画し、ＰＲを行いました。 
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　　今後も引き続き、須知高校や京都府教育委員会と連携しながら、活性化に向けた検討を進

めてまいります。 

　　最後に、６月２６日の和知地区を皮切りに、丹波地区、瑞穂地区と合わせて１２会場で実

施いたしました令和７年度町政懇談会では、会場をお世話になりました地域の皆さんをはじ

め、多くの皆様にご参加をいただき、大変有意義な意見交換をさせていただきました。 

　　今後の町政運営につきまして、様々な角度からご提言等をいただきましたので、職員と情

報共有しながら対応を検討しており、より一層まちづくりを前に進めてまいりたいと考えて

おります。 

　　以上、行政報告といたします。 

○議長（梅原好範君）　以上で、町長の行政報告を終わります。 

 

《日程第５、同意第２号　京丹波町名誉町民の称号を贈ることについて～日程第３３、認定第

１６号　令和６年度京丹波町下水道事業会計決算の認定について》 

○議長（梅原好範君）　お諮りします。 

　　ただいまから上程になります、日程第５、同意第２号　京丹波町名誉町民の称号を贈るこ

とについてから、日程第３３、認定第１６号　令和６年度京丹波町下水道事業会計決算の認

定についてにつきましては、本日は、提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は、後日

の日程としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　異議なしと認めます。 

　　これより、日程第５、同意第２号　京丹波町名誉町民の称号を贈ることについてから、日

程第３３、認定第１６号　令和６年度京丹波町下水道事業会計決算の認定についてを一括議

題とします。 

　　町長の提案理由の説明を求めます。 

　　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要

を説明させていただきます。 

　　まず、同意第２号　京丹波町名誉町民の称号を贈ることについて、さきに議決いただいた

京丹波町名誉町民条例第２条の規定に基づき、京丹波町竹野地域ご出身で、現在、京都市に

お住まいの野田　進氏に名誉町民の称号を贈ることについて議決をお願いするものです。 

　　野田氏は、光量子電子工学分野の第一人者として、産業経済の振興、また学術の発展に顕
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著な功績を上げられており、町民の誇りであることから、名誉町民として顕彰させていただ

きたいと考えております。なお、顕彰の日は本年１０月１１日に行う予定としております。 

　　次に、諮問第２号　人権擁護委員候補者の推薦についてであります。 

　　現在お世話になっております大槻澄子委員の任期が、令和７年１２月末をもって満了とな

ります。大槻委員は、３期９年という長きにわたり活躍いただいておりますが、今任期を区

切りとして退任のご意向であります。後任に藤田昭子氏を推薦することについて、議会のご

意見を伺うものであります。 

　　藤田氏はこれまでの経験を生かし、人権啓発や人権相談などに積極的に活動いただけると

思っております。 

　　ご同意賜りますようお願いいたします。 

　　議案第５５号　京丹波町幸せを感じ豊かな心を育む人権尊重のまちづくり条例の制定につ

きましては、一人一人がお互いに人権を尊重し、多様な価値観を認め合い、みんなが幸せで

あると感じられる、豊かな心を育むまちづくりを進めていくため、条例を制定するものです。 

　　議案第５６号　京丹波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び京丹波町職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律の

一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 

　　議案第５７号　京丹波町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 

　　議案第５８号　令和７年度　道の駅「瑞穂の里・さらびき」厨房機器購入契約につきまし

ては、株式会社中西製作所京都営業所と８１２万９，０００円で契約を締結するものです。

再整備工事により新築します厨房施設に必要となる機器の購入で、契約期間は令和７年１２

月２６日までとしております。 

　　議案第５９号　社会資本整備総合交付金事業　町道安井南谷線（第３工区）道路改良工事

請負契約の変更につきましては、構造物の撤去、舗装工の追加等により７５７万２，４００

円を増額するものです。 

　　続きまして、議案第６１号　令和７年度京丹波町一般会計補正予算（第２号）につきまし

て、補正前の額１３２億３，２６１万４，０００円に１，７１０万円を追加し、補正後の額

を１３２億４，９７１万４，０００円とすることをお願いしております。 

　　議案第６２号　令和７年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）では、
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補正前の額１８億３，４５０万円に４４４万円を追加し、補正後の額を１８億３，８９４万

円とすることをお願いしております。 

　　議案第６３号　令和７年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）では、補

正前の額３億２，３４７万６，０００円に４２万４，０００円を追加し、補正後の額を３億

２，３９０万円とすることをお願いしております。 

　　議案第６４号　令和７年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）では、事業

勘定においては、補正前の額２１億２７２万２，０００円に４，４４９万円を追加し、補正

後の額を２１億４，７２１万２，０００円とすることをお願いしております。 

　　また、サービス事業勘定においては、補正前の額３４５万円に４２４万２，０００円を追

加し、補正後の額を７６９万２，０００円とすることをお願いしております。 

　　議案第６５号　令和７年度京丹波町町営バス運行事業特別会計補正予算（第１号）では、

補正前の額１億７，３６８万１，０００円に９３万９，０００円を追加し、補正後の額を１

億７，４６２万円とすることをお願いしております。 

　　議案第６６号　令和７年度京丹波町水道事業会計補正予算（第１号）では、収益的収入に

おいては、補正前の額１０億７，４５３万２，０００円から８５７万２，０００円を減額し、

補正後の額を１０億６，５９６万円とし、また、収益的支出について、補正前の額１０億７，

２２１万３，０００円から１，４５２万７，０００円を減額し、補正後の額を１０億５，７

６８万６，０００円とすることをお願いしております。 

　　資本的収入においては、補正前の額７億７，９７８万５，０００円に１，５３２万円を追

加し、補正後の額を７億９，５１０万５，０００円とし、また、資本的支出については、補

正前の額１０億１，４４２万円に１，９０２万円を追加し、補正後の額を１０億３，３４４

万円とすることをお願いしております。 

　　続きまして、令和６年度決算認定議案につきまして、概略をご説明申し上げます。 

　　スタートアップとして取り組んだ令和４年度、より具体化し「見える化」に取り組んだ令

和５年度、そして、令和６年度におきましては、その事業が「芽吹く」年度として取組を推

進してまいりました。 

　　あわせて、近年の気候変動の影響による危険な暑さを災害と捉え、小中学校での熱中症リ

スクに対する軽減策を講じるなど、安全安心な環境整備にも努めてまいりました。 

　　近年、全国的な人件費の上昇やネルギー価格・原材料費をはじめとする物価高騰が続いて

おり、本町においても事業実施に必要な経費が増加しており、こうした環境変化に対応する

見合い分の財源が措置されていない中で、ふるさと納税については、４億円を超えるなど、
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財源の確保に取り組むとともに、後年度の公債費の圧縮を図るため、繰上償還の財源確保を

図るなど、財政健全化の推進にも努めてまいりました。 

　　その他、令和６年度に予定しておりました事業は、完成あるいは着実な進展が図られてお

ります。 

　　このことは、ひとえに議員各位をはじめ、町民の皆様のご理解とご協力によるものであり、

深く感謝申し上げる次第であります。 

　　次に、会計別決算収支の状況についてでありますが、一般会計の決算額は、歳入１２２億

２，０５２万１，１５４円、歳出１２１億４，９４４万３，０５６円、うち、翌年度への繰

越財源１，５３４万７，０００円を差し引いた実質収支では５，５７３万１，０９８円とな

っております。 

　　なお、一般会計における令和５年度の実質収支額４，７１６万７，９４５円を差し引いた

単年度収支は８５６万３，１５３円となり、これに財政調整基金積立額と繰上償還金を加え、

積立金取崩額を控除した実質単年度収支は、マイナス２億２，１２５万５，８４７円となり

ました。 

　　次に、普通会計を基にした財政構造面について申し上げます。 

　　町税収納額は、個人住民税所得割の定額減税の影響が大きく、前年度に比べ４，０２５万

２，０００円減の１７億１，４５１万円となりました。 

　　徴収率につきましては、現年度分が９９．１％で前年度に比べ０．２ポイント減少、滞納

繰越分が１７．３％で前年度に比べ１４．７ポイントの減少となり、全体で９６．８％で、

前年度に比べ０．３％の減少となりました。 

　　今後とも税負担の公平性を確保するため、京都地方税機構との連携はもとより、細やかな

納税相談の実施などに一層の努力を重ねてまいります。 

　　一方、令和６年度におきましても、滞納処分等の取組を行いながら、町税２４９万円を不

納欠損処分とさせていただきました。前年度と比べ１３３万円の減となったところでありま

す。 

　　貴重な自主財源が徴収に至らなかったことは誠に申し訳なく思いますが、ご理解いただき

ますようお願い申し上げます。 

　　譲与税・交付金関係では、主に地方消費税交付金や地方特例交付金等の増加により、前年

度と比較して８，７２３万円増の６億８，１１４万円、普通交付税は前年度と比較して２，

０２３万円増の４５億４，１７３万円となりました。 

　　また、特別交付税では、前年度と比較して１，３９９万円増の６億９，０７６万円となり



－１３－

ました。 

　　次に、歳出におきまして、支出を拘束する義務的経費では、前年度と比較して人件費で８，

０１４万円の増、扶助費で４，０７９万円の減、また、公債費では１億９，９０９万円の減

となるなど、全体で１億５，９７４万円減の総額４４億７，４０５万円となりました。 

　　また、投資的経費では、前年度と比較して普通建設事業費で６億５，４２２万円増の１５

億１，１７４万円、災害復旧事業費で４，４２４万円減の５９１万円となりました。 

　　このような決算状況の中、財政構造の指標となります経常収支比率は、前年度比０．５ポ

イント増の９３．０％となり、あわせて実質公債費比率につきましては、令和６年度の単年

度比率では対前年度比１．４ポイント減少し、比率基準となります３か年平均につきまして

は、前年度比０．６ポイント減の１５．２％となりました。 

　　経常収支比率の増加要因につきましては、分母である歳入経常一般財源では、普通交付税

や地方消費税交付金等の増額により全体額は増加しましたが、分子である歳出経常一般財源

におきましても、人件費、物件費等の増額により全体額が増加したことに伴い、比率が増加

したところであります。 

　　次に、特別会計の決算状況でありますが、国保京丹波町病院事業会計、水道事業会計及び

下水道事業会計を除く１２特別会計の歳入総額は４５億３４７万円、歳出総額は４４億３，

７５５万円で、翌年度繰越財源を除いた実質収支は６，５９２万円であります。 

　　国保京丹波町病院事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち、経常収益

は９億８，１５２万円、経常費用は１０億５３３万円で、差引き２，３８１万円の当年度純

損失となり、当年度未処理欠損金は３億４，２７２万円となりました。 

　　なお、資本的収支では、収入総額１億２，６１８万円に対し、支出総額は１億７，０２１

万円となり、収支差額は４，４０３万円となりました。この収入不足分は過年度分損益勘定

留保資金で補塡したところであります。 

　　水道事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち、経常収益は１０億６，

８６７万円、経常費用は１０億２，５３９万円で、経常利益は４，３２８万円であり、当年

度純利益についても４，３２８万円となり、建設改良積立金へ積み立てるための全額処分を

お願いしております。 

　　なお、資本的収支では、収入総額４億９，３８０万円に対し、支出総額は９億１，４５５

万円となり、収支差額の４億２，０７５万円は、消費税資本的収支調整額１，５０５万円、

建設改良費積立金１億１，３５７万円及び当年度分損益勘定留保資金２億９，２１３万円で

補塡したところであります。 
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　　下水道事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち、経常収益は９億３，

９７３万円、経常費用は９億８，１７６万円となりました。収支差額はマイナス４，２０３

万円となり、当年度純利益もマイナス４，２０３万円となりました。 

　　なお、資本的収支では、収入総額４億２，７２０万円に対し、支出総額は５億６，７８６

万円となり、収支差額の１億４，０６６万円は、引継金３，６２２万円、消費税資本的収支

調整額１，０１０万円及び損益勘定留保資金９，４３４万円で補塡したところであります。 

　　以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

　　提案させていただきました議案は、同意、諮問及び認定案件も含め３５件であります。細

部につきましては、会計管理者または所管する課長から説明させますので、何とぞ慎重にご

審議賜りまして、原案にご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　補足説明を担当課長から求めます。説明は、日程順にお願いいたしま

す。 

　　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　それでは、同意第２号　京丹波町名誉町民の称号を贈ることにつ

いて、補足説明を申し上げます。 

　　本年４月１日から施行いたしました名誉町民条例第２条では、称号の授与として、町民又

は本町に縁故の深い方で、産業経済の振興、学術、技芸その他広く社会文化の振興と発展に

顕著な功績があった者に対して、議会の同意を得て名誉町民の称号を贈ることとしています。 

　　今回提案いたします、本町高岡出身で京都大学高等研究員特別教授兼副院長の野田　進氏

におかれましては、町内の須知高校卒業後、京都大学に進学、光量子制御技術の開発研究、

その分野の発展に寄与され、光の波長周期を制御する３次元フォトニック結晶を世界で初め

て実現されるとともに、その一つ下の２次元結晶においても新たな光制御の概念を生み出さ

れました。この概念は、現在、光量子チップなどの光技術のプラットフォームとして活用さ

れており、また、大面積で光を極限的に制御可能なフォトニック結晶レーザーと呼ばれる、

コンパクトできれいな安定した光を出す全く新たなレーザーも発明されました。このレーザ

ーは、宇宙やスマート社会などモバイル分野にも革新をもたらすものと期待をされています。 

　　このような中で、２０１４年には紫綬褒章、また２０２２年には、学術上、特に優れた研

究業績に対する日本の学術賞としては最も権威のある賞の一つである日本学士院賞を受賞さ

れており、名誉町民として顕彰させていただくのにふさわしい方でございます。 

　　なお、野田　進氏の経歴、功績の概要、主な受賞等につきましては、別添資料をご確認い

ただきたいと思います。 
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　　以上、補足説明とさせていただきます。何とぞご同意賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　大西住民課長。 

○住民課長（大西義弘君）　それでは、諮問第２号　人権擁護委員候補者の推薦についての補

足説明を申し上げます。 

　　人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、市町村長がその候補者に

ついて議会の意見を聞いて推薦し、法務大臣が委嘱することとなっております。 

　　任期は３年でございます。 

　　京丹波町では、現在１１人の人権擁護委員さんに活躍いただいております。 

　　諮問の内容は、町長からの提案理由説明のとおりであります。 

　　また、略歴等は資料に記載しておりますので、後ほどご確認をお願いいたします。 

　　以上、誠に簡単ではございますが、諮問第２号の補足説明とさせていただきます。よろし

くお願いをいたします。 

　　続きまして、議案第５５号　京丹波町幸せを感じ豊かな心を育む人権尊重のまちづくり条

例の制定について、補足説明を申し上げます。 

　　平成２８年に、いわゆる人権三法とよばれる差別を解消するための３つの法律が相次いで

施行されたこと等により、国全体で人権尊重の機運が高まっていることを背景に、人権尊重

と差別の解消に関する条例、いわゆる人権条例を制定する自治体が近年増加しています。 

　　こうした中、京都府内においても、近年、近隣４市で制定をされており、京都府におかれ

ましても、京都府人権尊重の共生社会づくり条例が本年４月１日に施行されました。 

　　本町におきましても、合併２０周年という節目の年である今年、今後の人権尊重のまちづ

くりを推進するため、人権条例を制定することとし、昨年度から関係課職員による京丹波町

人権条例制定に係るプロジェクトチームを立ち上げ、検討を重ねてまいりました。そして、

京丹波町人権啓発推進協議会をはじめ、人権に関する団体等に説明をさせていただき、ご意

見を賜わるとともに、パブリックコメントを実施させていただいたところでございます。 

　　この条例につきましては、人権尊重のまちづくりを進めるに当たって、まずは人権尊重に

ついての理解を深めることや、人権意識の高揚を図ることを目的とし、人権課題全般を対象

とした理念条例としております。 

　　それでは、内容について説明をさせていただきます。 

　　まず最初に、前文を置き、条例制定の背景や趣旨、想定される人権課題等を記載していま

す。特に、この前文につきましては、一人でも多くの方に読んでいただいて、人権に対する

関心や理解を深めていただくきっかけとしたいことから「です・ます調」とし、柔らかい表
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現としております。みんなが心身ともに社会的にも健康で幸せというウェルビーイングの考

え方や、笑顔や元気あふれるという現在の本町のまちづくりについても触れております。 

　　その一方で、今なお多くの人権課題が存在することを明記した上で、一人一人がお互いに

人権を尊重し、多様な価値観を認め合い、豊かな心を育むまちづくりを進めていくため、こ

の条例を制定することとしております。 

　　次に、各条項についてでございますが、第１条から第４条まで、目的、定義、基本理念、

そして町の責務を規定しております。第５条では町民の役割、第６条で事業者の役割を規定

しています。町が人権に関する施策を推進していくためには、町民の皆様や事業者の皆様の

ご協力が不可欠と考えております。第７条から第１０条まで、推進計画、人権教育及び人権

啓発の推進、相談・支援体制の充実、そして調査について規定をしております。第１１条の

審議会の設置では、第７条の推進計画や人権施策等に関する重要事項を審議するため、京丹

波町人権尊重のまちづくり審議会を設置することとし、学識経験者、その他町長が必要と認

める者１０名以内で町長が委嘱することとしております。 

　　最後に、施行期日でございますが、冒頭にも申し上げましたとおり、合併２０周年を一つ

の契機として人権尊重のまちづくりを進めていくため、合併の期日であります１０月１１日

の施行としており、当日の合併記念式典において啓発を兼ねた披露を行う予定とさせていた

だいております。 

　　以上、議案第５５号の補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　それでは、議案第５６号　京丹波町職員の勤務時間、休暇等に関

する条例及び京丹波町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきま

して、補足説明を申し上げます。 

　　今回の改正につきましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律、いわゆる育児休業法等の一部改正に伴い、柔軟な働き方を実現するための措

置を拡充するもの、加えて、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に基づき、部

分休業に関する規定の見直し、拡充を行うもので、いずれも条例の根拠としております上位

法の改正に伴うものでございます。 

　　議案書最終ページに添付をしております参考資料によりまして、改正の概要をご説明させ

ていただきたいと思いますので、ご確認をお願いいたします。 

　　根拠法は、先ほど説明させていただきましたとおりで、法改正の目的といたしましては、
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子の年齢に応じた柔軟な働き方、また、仕事と家庭の両立を支援する環境づくりでございま

す。 

　　２番の条例改正の内容につきましては、第１条関係、京丹波町職員の勤務時間、休暇等に

関する条例では、妊娠・出産時と子が３歳に達する前の計２度の機会に、両立支援制度の情

報提供や意向確認を行うことを任命権者に義務づけることにより支援拡充を図るもので、条

項を１条追加し、これに伴い、条ずれの改正も併せて行うものでございます。 

　　また、第２条関係、京丹波町職員の育児休業等に関する条例では、部分休業に関し、新た

な取得パターンを設けるものです。資料の裏面を見ていただきまして、資料中段の図をご確

認ください。現行では、１日につき２時間を超えない範囲で、３０分単位の部分休業を勤務

の始まりか終わりの時間のみに取得できるものでございました。改正後は、この形態に加え

まして、同じく１日につき２時間を超えない範囲で、３０分単位の部分休業を勤務時間全体

の中で取得できることとなり、これを第１号部分休業として第１８条を改正し整理を行いま

す。 

　　さらに、第２号部分休業として、１年につき１０日相当の範囲内で１時間単位の部分休業

を２時間を超えて取得できることを追加するもので、第１８条の２として１条追加します。

この場合、１年の期間は４月１日から３月３１日となり、常勤職員の場合、取得時間は７７

時間３０分が上限となります。また、会計年度任用職員の部分休業に関しましても、３歳に

達するまでから小学校就学の始期に達するまでに改正をいたしまして、多様な働き方に対応

することとしております。 

　　なお、施行日は、いずれも令和７年１０月１日からとしており、第１条関係においては、

周知期間等を考慮するための経過措置を、また、第２条関係では、令和７年度は改正後の取

得時間数の上限を考慮するための経過措置を設けることとしております。 

　　以上、補足説明とさせていただきます。ご審議、ご賛同賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　議案第５７号　京丹波町移動等円滑化のために必要な特定公

園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を

させていただきます。 

　　提案理由といたしましては、本条例の根拠法令、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令の一部を改正する政令により、同施行令において条項の追加による条

ずれが発生したため、所要の見直しがされました。 
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　　議案書を１枚めくっていただき、新旧対照表をご覧ください。 

　　本条例におきましては、第４条第６号中、第２１条第２項第１号を第２２条第２項第１号

に改めるものでございます。 

　　以上、誠に簡単ではございますが、議案第５７号の補足説明とさせていただきます。ご審

議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　片山商工観光課長。 

○商工観光課長（片山　健君）　それでは、議案第５８号　令和７年度　道の駅「瑞穂の里・

さらびき」厨房機器購入契約につきまして、補足説明を申し上げたいと思います。 

　　本厨房機器購入契約につきましては、現在、京丹波町大朴地内において進捗中であります

道の駅「瑞穂の里・さらびき」再整備工事に関しまして、新築棟における飲食提供用の厨房

備品を購入・整備することを目的にして、契約期間を議会の議決を得た日から令和７年１２

月２６日までとして、落札者と契約を締結するものであります。 

　　主な購入機器といたしましては、冷凍冷蔵機器や炊飯機、加熱調理機器、アイスマシーン、

保温保存機器、作業台など、飲食提供に必要な５４個の厨房機器類となっているところでご

ざいます。 

　　議案内容につきましては、町長からの提案理由説明のとおりでございますが、添付してお

ります資料としましては、各資料の右上に資料番号を記載しておりますとおり、資料１と資

料２を添付しております。 

　　資料１としましては配置図となっておりまして、新築棟平面図のうち、朱書きで囲ってい

る部分が厨房エリアでありまして、それぞれ購入機器の配置位置を数字で示しているところ

でございます。 

　　資料２としましては購入機器のリストでありまして、規格、仕様、外形寸法、数量等を記

載しているところでございます。 

　　また、参考資料１－１から１－１４といたしまして、各機器のイメージ画像の一覧と、参

考資料として入札結果表につきましても添付しておりますので、ご確認いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

　　以上、議案第５８号　令和７年度　道の駅「瑞穂の里・さらびき」厨房機器購入契約につ

いての補足説明とさせていただきます。ご審議賜りまして、原案にご賛同いただきますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　それでは、議案第５９号　社会資本整備総合交付金事業　町
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道安井南谷線（第３工区）道路改良工事請負契約の変更について、補足説明を申し上げます。 

　　議案書の４枚目、資料２の平面図をご覧ください。 

　　変更をお願いいたします主な要因といたしましては、１点目に緑色の部分の中にあります

赤色の斜線部分でございますが、こちらにつきましては、既設道路の舗装した目に見ない部

分でございますが、その部分にコンクリートの舗装版がありましたため、コンクリート舗装

版の取壊し及びガラ運搬処分を追加するものでございます。 

　　２点目に、２か所の赤丸部分でございます。こちらにつきましては、河川の取り回しのた

め設置いたしました水色の仮設水路の撤去に係る護岸復旧に当たりまして、新設護岸と既設

護岸の間に不安定な護岸、既設護岸が残ることから護岸の復旧を追加するものでございます。 

　　３点目に、緑色の部分でございます。こちらは、当初、下層路盤仕上げとしておりました

が、路面段差の高低差が著しいため、安全確保のため、上層路盤仕上げに変更するものでご

ざいます。 

　　以上のことから、当初契約金額の１億２，０５６万円に７５７万２，４００円を増額し、

１億２，８１３万２，４００円として工事請負契約の一部を変更することをお願いするもの

でございます。 

　　以上、議案第５９号の補足説明とさせていただきます。原案にご賛同いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　山内財政課長。 

○財政課長（山内明宏君）　議案第６１号　令和７年度京丹波町一般会計補正予算（第２号）

につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　初めに、５ページ、第２表の地方債補正をお願いいたします。 

　　まず、合併特例事業債につきましては９，８５０万円を増額し、補正後の限度額を７億５，

６４０万円とすることをお願いしております。 

　　主なものとしまして、放課後児童クラブ施設整備におきまして、京都府との調整の中で過

疎対策事業債から合併特例事業債に振替を行い、５，２８０万円の計上をお願いしておりま

す。 

　　また、蒲生野中学校体育館空調整備におきましても、京都府との調整の中で緊急防災・減

災事業債から振替を行い、４，１８０万円の計上をお願いしております。 

　　次に、過疎対策事業債につきましては８，２２０万円を減額し、補正後の限度額を５億１，

２１０万円とすることをお願いしております。 

　　主なものとしまして、先ほどの放課後児童クラブ施設整備を合併特例事業債に５，５６０
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万円振替を行った分のほか、道路改良事業におきまして、社会資本整備総合交付金の道路分

の確定などに伴う事業精査により３，７００万円の減額を行っております。 

　　また、防火水槽整備につきまして、京都府との調整により、緊急防災・減災事業債から過

疎対策事業債に１，０４０万円の振替を行っております。 

　　次に、緊急防災・減災事業債につきましては４，９７０万円を減額し、補正後の限度額を

５，０７０万円とすることをお願いしております。 

　　主なものとしまして、蒲生野中学校体育館空調整備を合併特例事業債に振替を行った分、

これが４，４００万円の減額、防火水槽整備を過疎対策事業債に振替を行った分、１，０４

０万円を減額しております。また、Ｊアラート受信機更新につきまして６２０万円の計上を

しております。 

　　次に、デジタル活用推進事業債につきましては、７３０万円を増額し、補正後の限度額を

１，７２０万円とすることをお願いしております。保育ＩＣＴシステムの導入及びチャット

ボット導入に係る経費につきまして、京都府との調整によりデジタル活用推進事業債の活用

が見込めますので、保育ＩＣＴシステム導入に６４０万円、チャットボット導入に９０万円

をそれぞれ計上しております。 

　　地方債合計では、補正後の限度額を１３億５，８００万円といたしております。うち、交

付税の算入は約６９％の９億３，０００万円余り算入される見込みでございます。 

　　次に、補正予算の主な項目について説明をさせていただきます。 

　　事項別明細書の１１ページをご覧ください。 

　　まず、歳出でございますが、各費目を通じまして、人件費関係全般につきまして４月の人

事異動などに伴う精査を行っております。 

　　初めに、１１ページから１２ページまでの２款、総務費、１項、総務管理費、４目、会計

管理費の会計管理事業に２００万円の計上をお願いしております。自治体情報システム標準

化・共通化に伴うシステム改修を行うものでございまして、１８節、負担金、補助及び交付

金のシステム改修負担金に２００万円を計上しております。 

　　５目、財産管理費の財政調整基金積立事業では、地方財政法に基づく積立金として財政調

整基金積立金に２，７９０万円の計上をお願いするものであります。 

　　６目、企画費のフードバレー推進事業に１５０万円の計上をお願いしております。新規就

農者を増やすことを目的に、地域おこし協力隊や町内の若手農家の動画及び新規就農希望者

向けのＰＲ冊子の作成経費として、１２節、委託料の企画運営委託料に１５０万円を計上し

ております。 
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　　次に、１３ページ、１０目、交通対策費のデマンド交通推進事業に４８４万２，０００円

の計上をお願いしております。瑞穂地区のデマンドタクシー実証運行に係る補助金として、

１８節、負担金、補助及び交付金のデマンド交通推進事業費補助金に４８４万２，０００円

を計上しております。 

　　１１目、地域振興事業費では、移住促進事業に５５０万円の計上をお願いしております。

移住促進住宅の改修補助分を１５件から１８件に増やすなど、需要への対応として増額を行

うものであり、１８節、負担金、補助及び交付金の明日のむら人移住促進事業補助金に５５

０万円を計上しております。 

　　１２目、電算管理費では、行政情報システム運用管理事業に１０２万６，０００円の計上

をお願いしております。自治体情報システム標準化・共通化に合わせて、ＰＭＨ、これは医

療機関等をつなぐ情報連携システム、これに対して通信できるように国の補助金を活用して

ネットワーク変更を実施するものであり、１２節、委託料のシステム改修委託料に１０２万

６，０００円を計上しております。 

　　次に、１５ページから１６ページまでの上段、３款、民生費、１項、社会福祉費、１目、

社会福祉総務費の介護福祉士育成修学資金貸付事業に１００万円の計上をお願いしておりま

す。介護福祉士養成施設等の入学金、授業料等の修学資金の貸与について１名分の追加を行

うものであり、２０節、貸付金の修学資金貸付金に１００万円を計上しております。 

　　２項、児童福祉費、１目、児童福祉総務費の高校生等医療費助成事業に２７３万３，００

０円の計上をお願いしております。給付費の増加が見込まれることから、１９節、扶助費の

高校生等医療給付費に２７３万３，０００円の計上をしております。 

　　同じく児童福祉費の３目、こども園費では、こども園施設管理事業に８３万６，０００円

の計上をお願いしております。わちこども園の消火栓ポンプ制御盤の修繕に係るものであり、

１０節、需用費の修繕料に８３万６，０００円を計上しております。 

　　次に、１９ページから２０ページまでの中ほどでございます。６款、農林水産業費、１項、

農業費、１目、農業委員会費の農業委員会運営事業に２６４万円の計上をお願いしておりま

す。地域計画地図のデータ化業務に伴うものであり、１２節、委託料のデータ作成業務委託

料に２６４万円を計上しております。 

　　３目、農業振興費では、農業振興事業に１６０万円の計上をお願いしております。京都府

の事業でありますスマート農業実装チャレンジ事業が不採択されたことに伴いまして、事業

を振り替えて実施するものであり、直進アシスト機能付き田植機の導入を支援するものであ

ります。 
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　　次に、２１ページから２２ページまでの２項、林業費、２目、林業振興費の森林経営管理

事業では、現在実施をしております地籍調査と連携して森林境界明確化を実施するために、

１２節、委託料の森林境界明確化業務委託料を１，９２７万円減額をしております。 

　　次に、２３ページから２４ページまでの８款、土木費、２項、道路橋りょう費、３目、道

路新設改良費の道路新設改良事業に１，９５０万円の減額をお願いしております。社会資本

整備総合交付金、防災安全交付金の精査に伴い、１２節、委託料の測量設計監理業務等委託

料に１４０万円の計上、また、１４節、工事請負費の道路改良工事に２，０９０万円を減額

計上しております。 

　　３項、河川費、１目、河川総務費の河川維持管理事業に６５０万円の計上をお願いしてお

ります。水呑地内の松本川に係る修繕工事として、１２節、委託料の測量設計監理業務等委

託料に１５０万円を、１４節、工事請負費の河川修繕工事に５００万円をそれぞれ計上して

おります。 

　　６項、住宅費、１目、住宅管理費では、町営住宅維持管理事業に２９６万７，０００円の

計上をしております。町営住宅の退去に伴う修繕に係るものであり、１０節、需用費の修繕

料に２９６万７，０００円を計上しております。 

　　次に、２５ページから２６ページまでの９款、１項、消防費、４目、防災費では、防災事

業に６１０万６，０００円の計上をお願いしております。Ｊアラート受信機更新に伴うネッ

トワークシステム変更業務と更新工事を行うものであり、１２節、委託料のシステム改修委

託料に５３万７，０００円を、１４節、工事請負費のＪアラート設備改修工事に５５６万９，

０００円をそれぞれ計上しております。 

　　次に、１０款、教育費、２項、小学校費、１目、学校管理費の小学校一般管理事業に１０

万円の減額をお願いしております。丹波ひかり小学校の５年生、６年生教室空調修繕に伴う

追加補正を行うとともに、小学校体育館大風量一体型スポットエアコンの事業精査に伴い減

額を行うものであり、１０節、需用費の修繕料に１００万円の計上を、１７節、備品購入費

の一般備品に１１０万円の減額を行っております。 

　　次に、２７ページから２８ページまでの３項、中学校費、１目、学校管理費の中学校一般

管理事業に１０１万５，０００円の計上をお願いしております。和知中学校の自転車置場修

繕工事に係るものとして、１４節、工事請負費の中学校設備改修工事に８２万７，０００円

を計上しております。 

　　４項、社会教育費、３目、図書館費の京丹波町どこでも図書館運営管理事業に１６６万６，

０００円の計上をお願いしております。こだち図書の貸出冊数の増加、めばえ号の訪問件数
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の増加などに伴う図書システムの追加端末の導入を行うものであり、１２節、委託料の図書

システム導入委託料に１６２万８，０００円を、１４節、使用料及び賃借料の機器物品等借

上料に３万８，０００円をそれぞれ計上しております。 

　　６項、１目、学校給食費の学校給食事業に１６２万円の計上をお願いしております。京丹

波町ならではの特色ある給食について検討するために、運営委員会の設置に係る委員等報償

に１万５，０００円を、学校給食創造事業に係る取組紹介冊子の作成経費として、１０節、

需用費の印刷製本費に２５万８，０００円を、また、オーガニック給食プロジェクトにおけ

る支援金として、１８節、負担金、補助及び交付金の特別栽培米プロジェクト支援金に１３

４万７，０００円を計上しております。 

　　以上が歳出でございます。 

　　戻っていただきまして、事項別明細書の５ページ以降をお願いいたします。 

　　次に、歳入でございます。 

　　初めに、１１款、１項、１目、地方特例交付金でございます。本年度における交付額の確

定に伴いまして、４４９万円の減額を行うものであります。 

　　次に、１２款、１項、１目、地方交付税でございますが、本年度における普通交付税の確

定に伴いまして、５，７６７万円を計上しております。当初予算では４５億円と見込み計上

しておりましたけども、算定後の普通交付税額は、当初見込みと比べて１．３％の増、交付

額は４５億５，７６７万円となったところでございます。 

　　なお、令和６年度実績と比較しますと１，５９３万９，０００円、０．４％の増加となっ

ております。主な要因としましては、個別具体的な算定を行わずに、人口や面積などの測定

単位に一定の係数を乗じてまとめて算定する包括算定経費の増額、約４，９００万円であり

ますとか、公債費の償還に係る交付税算入分５，８００万円などが前年度と比較し増額にな

ったところでございます。 

　　また、普通交付税は、自治体が賄えない財源を補う仕組みで、税収や各種交付金が増える

と交付税は減ることになりますが、基準財政収入額におきまして、地方消費税交付金が約１，

４００万円増加となったところであり、これらの数値を基に本年度の交付額が算定されたと

ころであります。 

　　次に、国庫支出金では、総額２，９５５万７，０００円を計上しております。 

　　１６款、国庫支出金、２項、国庫補助金、１目、総務費国庫補助金では、地方創生臨時交

付金に９７３万円を計上しております。今回の地方創生臨時交付金につきましては、国の令

和７年度一般会計予備費の使用で措置された分でございまして、本町の令和７年度当初予算
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で計上させていただきました推奨事業メニュー分５，７８７万７，０００円の追加分となり

ます。本町におきましては、推奨事業メニュー内容の記載にあります地域に不可欠な交通手

段の確保として、路線バス運行支援金に６３０万９，０００円を充当するほか、防犯事業の

街灯設置補助金に６０万円、公共施設電気料金高騰分として２８２万１，０００円を充当し

ております。 

　　２目、民生費国庫補助金では、地域診療情報連携推進補助金に７４万１，０００円を計上

しております。ＰＭＨ（医療費助成）連携に対応するための補助金として行政情報システム

運営管理事業に５１万３，０００円を、老人医療事業に２２万８，０００円をそれぞれ充当

するものであります。 

　　４目、土木費国庫補助金では、社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）に、１，７

３３万４，０００円を計上しております。本年度の交付額の精査に伴うもので、道路新設改

良事業の財源として計上するものであります。 

　　次に、府支出金では総額９０万５，０００円を計上しております。 

　　１７款、府支出金、２項、府補助金、１目、総務費府補助金では、移住促進事業補助金に

２７５万円を計上しております。移住促進住宅の改修補助などの明日のむら人移住促進事業

補助金の財源となるものであります。 

　　次に、７ページから８ページまでの２０款、繰入金、２項、基金繰入金では、５目、森林

環境譲与税基金繰入金を１，７５８万３，０００円の減額計上をしております。森林経営管

理事業の減額に伴うものであります。 

　　２１款、１項、１目、繰越金では、前年度繰越金の確定によりまして５７３万１，０００

円を計上しております。 

　　２２款、諸収入、５項、５目、雑入では、過年度分後期高齢者医療給付費負担金返還金に

１３１万６，０００円を計上しております。 

　　次に、７ページから１０ページまでにわたる２３款、１項、町債につきましては、総額で

２，６１０万円の減額をしております。冒頭、第２表の地方債補正で説明をさせていただい

た内容に基づき、必要な補正をお願いするものであります。 

　　戻りまして、７ページから８ページまでの２０款、繰入金、２項、基金繰入金、１目、財

政調整基金繰入金につきましては３，１０７万円を減額するものであります。 

　　また、その他各種の特定財源につきましても、それぞれ精査を行い必要な補正をお願いし

ております。 

　　以上、議案第６１号　令和７年度京丹波町一般会計補正予算（第２号）の補足説明といた
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します。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　大西住民課長。 

○住民課長（大西義弘君）　それでは、議案第６２号　令和７年度京丹波町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第１号）について、補足説明を申し上げます。 

　　まず、歳入から説明をさせていただきます。 

　　事項別明細書５ページをお願いいたします。 

　　５款、繰入金、１項、他会計繰入金、１目、一般会計繰入金では、子ども・子育て支援事

業の準備に係るシステム改修等に対して、国の子ども・子育て支援事業費補助金が見込める

ことなどから、５節、職員給与費等繰入金を１１７万９，０００円の減額、８節、その他一

般会計繰入金では、京丹波町健康管理センター運動指導室のエアコンの故障に伴う改修工事

に係る一般会計繰入金として、３１２万４，０００円を繰り入れるものでございます。 

　　続きまして、２項、基金繰入金では、１７７万２，０００円の減額を行い収支の均衡を図

ることとしております。 

　　なお、補正予算後の令和７年度末基金残高は、予算ベースで約２億１，９５０万円を見込

んでおります。 

　　続きまして、６款、繰越金は、前年度繰越金の確定に伴い、３１１万円を増額するもので

ございます。 

　　８款、国庫支出金、１項、国庫補助金、１目、子ども・子育て支援事業費補助金では、先

ほど職員給与費等繰入金で説明をさせていただきました、子ども・子育て支援事業費補助金

として計上させていただくものであります。 

　　次に、７ページからの歳出を説明させていただきます。 

　　１款、総務費、２項、徴税費、１目、賦課徴収費は、子ども・子育て支援金対応のシステ

ム改修の精査によりまして２万２，０００円の減、４款、保健事業費、３項、健康管理セン

ター事業費では、先ほど歳入の繰入金で説明をさせていただきました健康管理センターの改

修工事に係ります工事請負費として３１２万４，０００円を計上しております。 

　　７款、諸支出金、１項、償還金及び還付加算金、１目、保険給付費等交付金償還金では、

国・府支出金等の返還金として１３３万８，０００円を計上しております。 

　　以上、議案第６２号の補足説明とさせていただきます。 

　　続きまして、議案第６３号　令和７年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について、補足説明を申し上げます。 

　　まず、歳入から説明をさせていただきます。 
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　　事項別明細書５ページをお願いいたします。 

　　３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金、１節、事務費繰入金では、先ほど国民健康

保険事業特別会計でも説明させていただきました国の子ども・子育て支援事業費補助金が見

込めることや、事務費において印刷製本費等の精査によるもので、３８万６，０００円の減

額としております。 

　　４款、繰越金では、令和６年度の出納整理期間となります令和７年４月から５月にかけて

徴収いたしました保険料となりますが、２６万７，０００円の増となっております。 

　　６款、国庫支出金、１項、国庫補助金では、国の子ども・子育て支援事業費補助金として

５４万３，０００円を計上しております。 

　　続きまして、７ページからの歳出を説明させていただきます。 

　　１款、総務費、２項、徴収費では、印刷製本費及びシステム改修負担金の増に伴うもの、

また、２款、後期高齢者医療広域連合納付金では、先ほど歳入で申し上げました出納整理期

間中に収納いたしました保険料分を納付金として納付するもので、２６万８，０００円を計

上しております。 

　　以上、議案第６３号の補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　議案第６４号　令和７年度京丹波町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）の事業勘定分につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　それでは、歳出から説明をさせていただきます。 

　　事項別明細書の７ページから８ページの歳出をお願いいたします。 

　　２款、保険給付費では、後ほど説明させていただきます地域支援事業費の増額に伴う財源

振替のみを計上させていただくものでございます。 

　　９ページから１０ページにかけても財源振替を計上しております。 

　　次に、３款、地域支援事業費、４項、包括的支援事業・任意事業費では、生活支援コーデ

ィネーター設置事業委託料として、委託先である京丹波町社会福祉協議会の人事異動に伴い

５５万４，０００円を計上しております。 

　　７款、諸支出金では、令和６年度分の国の介護給付費負担金等の返還金として、４，３９

３万６，０００円を計上しております。 

　　続きまして、ページを戻っていただきまして、５ページから６ページの歳入をお願いいた

します。 
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　　歳出で計上いたしました地域支援事業費の増額に合わせ、３款、国庫支出金、５款、府支

出金、７款、繰入金において、関連する特定財源の見直しを行っております。 

　　８款、繰越金では、前年度繰越金の確定に伴い４，５１３万円を計上するとともに、前後

いたしますが、７款、繰入金、２項、基金繰入金で１０６万６，０００円を減額し、収支の

均衡を図ることとしております。 

　　なお、補正後の予算ベースで令和７年度末基金残高は、２億４，２１３万３，０００円を

見込んでおります。 

　　以上、事業勘定の説明とさせていただきます。 

　　続きまして、サービス事業勘定の説明を申し上げます。 

　　歳出から説明をさせていただきます。 

　　事項別明細書の７ページから８ページ、歳出をお願いいたします。 

　　２款、事業費、１項、居宅介護支援事業費では、介護予防支援事業所である京丹波町地域

包括支援センターで行っている要支援者と事業対象者である被保険者の給付管理業務等給付

費の請求業務に使用するシステムを更新する必要が生じたため、システムのサポート費用と

データの移行等のための委託料を４６万２，０００円、サーバー等のハードウエアの更新の

ための備品購入費を２０９万円計上しております。 

　　なお、一般会計繰出金として１１６万４，０００円を計上しております。 

　　また、介護予防支援業務を京丹波町地域包括支援センターで担当する件数が増加している

ため、会計年度任用職員を雇用し、体制を強化することとしております。報酬を５１万５，

０００円、費用弁償を１万１，０００円計上しております。 

　　ページを戻っていただき、５ページから６ページの歳入をお願いいたします。 

　　前年度繰越金の確定に伴い、２款、繰越金で４２４万２，０００円を計上しております。 

　　以上、事業勘定及びサービス事業勘定の補足説明とさせていただきます。ご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 

○企画情報課長（堀　友輔君）　議案第６５号　令和７年度京丹波町町営バス運行事業特別会

計補正予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　初めに、補正予算の内容につきまして、歳出から説明いたします。 

　　事項別明細書７、８ページをお願いします。 

　　１款、１項、事業費、１目、運行事業費の３節、職員手当等につきまして、会計年度任用

職員人件費（フルタイム）分の地域手当加算分に伴う期末手当と勤勉手当の計上及び職員共
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済組合負担金の改正等により、９３万９，０００円の増額を行うものでございます。 

　　続いて、ページを戻っていただきまして、５、６ページの歳入をお願いします。 

　　初めに、４款、１項、１目、繰越金につきましては、前年度の繰越金の確定により５０万

２，０００円を増額いたします。 

　　また、今回の補正に伴います歳出額の増加により財源の不足が生じますことから、３款、

１項、繰入金、１目、他会計繰入金、１節、一般会計繰入金に４３万７，０００円の増額を

お願いするものでございます。 

　　以上、補足説明とさせていただきます。ご審議賜り、ご賛同いただきますようお願いいた

します。 

○議長（梅原好範君）　村田上下水道課長。 

○上下水道課長（村田弘之君）　議案第６６号　令和７年度京丹波町水道事業会計補正予算

（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　１２ページ、１３ページの予算明細書をご覧ください。 

　　まずは、収益的収入及び支出につきまして、ご説明申し上げます。 

　　最初に、下段の表、収益的支出をご覧ください。 

　　１款、水道事業費用、１項、営業費用では１，４５２万７，０００円の減額をお願いして

おります。 

　　内訳としまして、２目、配水及び給水費において、ＡＩ管路劣化診断業務の成果品が固定

資産に計上可能なことと、財源としてデジタル活用推進債を活用することから、４条予算、

資本的支出に振り替えるため８５８万円の減額をしております。 

　　４目、総係費については、令和７年度の職員配置による人件費の補正として関係項目で６

４万８，０００円の増額、機器物品借上料について、令和６年度中に更新した事務所固定電

話のリース代として８１万６，０００円の増額、委託料では、水道メーター検針用端末の更

新予算として計上していたものを、こちらも固定資産として計上することから、４条予算、

資本的支出に振り替えるため６４９万６，０００円の減額、保険料では、公有自動車損害共

済保険料に関して、保有台数の精査により８万５，０００円の増額、貸倒引当金に関しては、

水道料金未収金の精査により１００万円の減額としております。 

　　次に、上段の表、収益的収入につきまして、１款、水道事業収益、２項、営業外収益にお

いて、８５７万２，０００円の減額をお願いしております。 

　　内訳としまして、２目、他会計補助金における高料金対策に要する経費について繰出基準

額の変更があり、当初予算での想定値から減少したことによる１１９万円の減額、及び令和
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６年度末の起債借入利子分の確定による３１万８，０００円の増額、また、さきの支出でも

ご説明いたしましたＡＩ管路劣化診断業務について、財源として一般会計で起こしていただ

きますデジタル活用推進債の相当額についても、資本的収入に振り替えることから７７０万

円を収益的収入から減額しております。 

　　次に、１４ページ、１５ページをご覧ください。 

　　資本的収入及び資本的支出について、ご説明いたします。 

　　まず、下段の資本的支出をご覧ください。 

　　資本的支出全体では１，９０２万円の増額をお願いしております。 

　　まず、１款、資本的支出、１項、建設改良費、１目、施設整備費について、人事異動によ

り資本勘定で支弁している職員の配置変更により、人件費で１，１００万６，０００円の減

額をさせていただいております。 

　　２目、施設改良費では、工事請負費について、和知中央浄水場の浄水濁度計更新工事と畑

川浄水場急速ろ過池コントロール弁の更新工事に１，４９５万円の増額をお願いしておりま

す。 

　　３目、固定資産取得費では、まず、備品購入費として収益的支出で減額、資本的支出に振

替とした水道メーター検針用端末分６４９万６，０００円の増額、ソフトウエアといたしま

して、こちらも収益的支出で減額、資本的支出に振替としたＡＩ管路劣化予測診断業務の成

果品となる解析システム代８５８万円を増額しております。 

　　財源としましては、上段の資本的収入をご覧ください。 

　　１款、資本的収入全体では１，５３２万円の増額をお願いしております。 

　　内訳といたしましては、まず、１項、企業債においての増額です。資本的支出の施設改良

費で増額をお願いしました和知中央浄水場の浄水濁度計更新工事の財源として、水道事業債

７５０万円の増額としております。 

　　次に、３項、補助金です。２目、他会計補助金で７８２万円の増額をお願いしております。

児童手当に要する経費として令和７年度の職員配置の精査により１２万円の増額に加えて、

収益的収支で説明させていただきましたが、ＡＩ管路劣化診断業務の財源としてデジタル活

用推進債を一般会計で起こしていただき、相当額の７７０万円を他会計補助金として増額い

ただくものです。 

　　以上、議案第６６号の補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（梅原好範君）　補足説明の途中ですが、これより暫時休憩に入ります。再開は１０時
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４５分とします。 

休憩　午前１０時３０分 

再開　午前１０時４５分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

　　谷口会計管理者。 

○会計管理者（谷口玲子君）　それでは、認定第１号　令和６年度京丹波町一般会計歳入歳出

決算の認定についてから、認定第１４号　令和６年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定

についてまで、それぞれ決算書に沿って主なものについて補足説明を申し上げます。説明が

少し長くなりますことをお許しください。 

　　まず初めに、認定第１号　令和６年度京丹波町一般会計歳入歳出決算です。 

　　１ページ、実質収支に関する調書につきましては、先ほどの町長の説明のとおりです。 

　　次に、１２ページからの事項別明細書をご覧ください。 

　　それでは、歳入の主なものについて、収入済額を中心に説明いたします。予算額、調定額

等は割愛させていただきます。 

　　１款、町税は１７億１，４５１万７，５５４円で、約４，０００万円の減となりました。 

　　１項、町税のうち、町民税は５億６，６６４万６，９１０円で、前年度に比べ４．１％減、

２，４３１万３，７０５円の減、個人町民税においては、所得割の定額減税が主な減額要因

です。また、法人町民税においては、法人税割上位企業が増収したことにより８．０％、９

６９万５，２００円の増となりました。 

　　２項、固定資産税は９億９，４７２万６，２５５円で、前年度に比べ１．４％、１，４３

８万５，５０２円の減、土地と家屋で５４９万８８２円の減、償却資産は１８６万８，６０

５円の増となりました。滞納繰越分については、１，０７６万２，８２５円の減となりまし

た。 

　　３項、軽自動車税は６，８２０万４，４９６円で、前年度に比べ１．１％増となりました。 

　　４項、町たばこ税は８，４９３万９，８９３円で、前年度に比べ２．６％の減となりまし

た。 

　　１３ページ上段に戻っていただきまして、町税の収入未済額は５，３４６万３，４５７円

で、前年度に比べ５７４万５，１０７円の増となりました。不納欠損額は２４９万４，９１

０円で、前年度に比べ１３３万４，１０６円の減。個人町民税１０人、固定資産税８６人、

軽自動車税２３人について、地方税法に基づき処理しました。 

　　町税全体の徴収率は９６．８％で、前年度と比べ０．３ポイントの減となりました。 
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　　なお、現年課税分は９９．１％でした。 

　　１２ページ下段の２款、地方譲与税は１億４，４６４万２，０００円で、前年度に比べ１

１．２％の増となりました。特に、１４ページ、３項、森林環境譲与税が配分基準の見直し

等により１，４３４万３，０００円の増、３８．５％の増となりました。 

　　３款、利子割交付金は７０万９，０００円で、前年度に比べ５１．５％の増、４款、配当

割交付金は１，５２７万３，０００円で、前年度に比べ３２．５％の増、５款、株式等譲渡

所得割交付金は、前年度より７２３万２，０００円の増で、１，８９７万２，０００円とな

りました。 

　　６款、法人事業税交付金は、前年度より１．４％増の３，６６３万円の交付となりました。 

　　７款、地方消費税交付金は３億２，３２１万９，０００円で、前年度に比べ４．８％の増、

１６ページ、８款、ゴルフ場利用税交付金は６，５２１万９，９１０円で、前年度に比べ２．

２％の減、１０款、環境性能割交付金につきましては２，１５６万１，０００円の交付があ

り、前年度比１４．２％の増となりました。 

　　１１款、地方特例交付金につきましては５，３５７万６，０００円で、前年度に比べ４，

６２３万３，０００円の増となりました。定額減税による個人住民税の減収補塡分が含まれ

ています。 

　　１６ページ下段からの１２款、地方交付税は５２億３，２４８万７，０００円、前年度に

比べ０．７％、３，４２１万６，０００円の増、そのうち普通交付税は４５億４，１７３万

１，０００円で、前年度に比べ０．４％の増、特別交付税は６億９，０７５万６，０００円

で、前年度に比べ２．１％増となりました。 

　　１３款、交通安全対策特別交付金は１３４万円で、前年度に比べ１４万４，０００円の減、

１４款、分担金及び負担金は５６７万７，５６２円で、前年度に比べ３４．６％の減となり

ました。令和６年度では、１項、１目、明許繰越分の災害復旧費分担金の該当がなかったた

めです。 

　　最下段、１５款、使用料及び手数料は１億９９４万１，５０９円で、前年度に比べ５．

２％、５４１万２２１円の増となりました。 

　　１項、使用料では、商工使用料の味夢の里施設使用料やロケ地・スタジオ使用料、土木使

用料の道路使用料が増額となりました。 

　　２２ページ下段からの１６款、国庫支出金は８億６，８１５万９，６９５円で、前年度に

比べ７．０％の減、地方創生臨時交付金や新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助

金など、合計６，５８１万９，５８３円の減額となりました。 
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　　２６ページ下段、１７款、府支出金は１３億６９０万９，４０２円で、前年度に比べ４億

９，８８１万２，３７８円の増となりました。主に、３０ページ、２項、府補助金、４目、

農林水産業費府補助金、１節、農業費補助金で、畜産競争力強化整備事業補助金として５億

３，８９９万２，０００円の交付を受けたことによるものです。 

　　３２ページ下段の１８款、財産収入は９，００１万５，７８９円で、前年度に比べ１５．

２％の減、３４ページ、２項、財産売払収入、１目、不動産売払収入、２節、立木売払収入

が前年度比１，７７５万６，６１３円減となりました。 

　　１９款、寄附金は４億４，６７８万２，１１３円で、前年度に比べ１８．３％の増となり

ました。 

　　１項、１目、２節、総務費寄附金、ふるさと応援寄附金は１万６，８７５件の４億６２９

万４，０００円で、前年度より４，９２６万８，９００円、１３．８％の増、企業版ふるさ

と応援寄附金は６件、８５０万円で、前年度より１，１８０万円の減となっております。 

　　２０款、繰入金は７億５，３７２万９，３１２円で、前年度に比べ２０．６％の増、３６

ページ、２項、基金繰入金で、１目、財政調整基金２億３，０００万円、２目、振興基金繰

入金１億３，０００万円、３目、ふるさと応援寄附金基金繰入金では３億５，７０３万５，

０００円を繰り入れました。 

　　３８ページ、２２款、諸収入は１億８，９４４万５，３６３円で、前年度に比べ３．５％

の減、不納欠損は、４０ページ、５項、雑入、４目、給食事業収入で１９万４２８円、２人

分、４９件について、民法及び京丹波町債権の管理に関する条例の規定により処理しました。 

　　歳入の最後、４２ページ、２３款、町債は総額で７億５，５４０万円で、前年度に比べ１

億９，３００万円の増となりました。町有施設除却事業債や林道開設事業債、特産館「和」

改修事業債などの借入れを行いました。 

　　以上、一般会計の歳入の説明といたします。 

　　続きまして、歳出です。 

　　予算額、不用額等は割愛させていただき、主なものについて支出済額を中心に説明いたし

ます。 

　　４８ページ、歳出、事項別明細書をご覧ください。 

　　１款、議会費は９，０２８万８，０４４円で、前年度に比べ０．７％の増で、ほぼ同額と

なりました。 

　　５０ページ、２款、総務費は６億４９６万７，３０５円で、前年度に比べ５億４，７２６

万７，１８２円、２６．６％の増となりました。令和７年度への繰越額は３５２万円となっ
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ています。 

　　総務費の主なものは、１項、総務管理費、１目、一般管理費では、５４ページ、２４節、

積立金で、ふるさと応援寄附金基金に４億６３７万９，０００円を積み立てました。令和５

年度と比較して４，９３４万４，０００円の増となりました。 

　　５６ページ、５目、財産管理費、１４節、工事請負費では、旧庁舎解体工事など合計１億

１，９３９万９，５００円を支出しました。 

　　５８ページ、２４節、積立金では、減債基金積立金１億３，１６０万５，０００円、振興

基金積立金６，４７６万５，０００円など、各基金に合計１億９，６６１万３，０００円を

積み立てました。 

　　６目、企画費、１２節、委託料では、プロモーション戦略策定業務委託料として１，４０

５万３，６００円、タウンプロモーションの業務委託料７０７万７，４８８円を支出しまし

た。 

　　また、６０ページ上段、２４節、デジタル地域通貨対応のためのシステム導入委託料とし

て１，４６５万２，０００円を支出しました。 

　　１４節、工事請負費では、交流拠点施設整備として、みずほガーデンロッジ改修に３，８

１６万３，７６０円を支出しました。 

　　２４節、積立金では、企業版ふるさと納税基金積立金として８２０万２，０００円を積み

立てました。 

　　７目、支所費では合計１億５，２９４万９，１０２円で、前年度より５．０％の増となり

ました。瑞穂支所公用車更新などがありました。 

　　６４ページ、９目、諸費では、１８節、負担金、補助及び交付金で、定額減税補足給付金

８，９５２万円を支出しています。 

　　１０目、交通対策費では、６６ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、路線バス運

行支援として５，６１４万９，７３３円を支出、２７節、繰出金では、町営バス運行事業特

別会計へ１億２，３００万円を繰り出しました。 

　　１１目、地域振興事業費は、前年度とほぼ同額の５，６４９万７，５３９円を支出しまし

た。 

　　６８ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、明日のむら人移住促進事業補助金２７

件、２，９２７万２，０００円などを交付しています。 

　　１２目、電算管理費では、７０ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、自治体情報

システム標準化・共通化に係る業務等の負担金など、計８，５９１万５，６９５円を支出し
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ました。 

　　２項、徴税費、１目、税務総務費では、７２ページ、２２節、償還金、利子及び割引料で、

過誤納金返還金等８８９万１，０１８円を支出、前年度に比べ２９２万７，１６５円の増と

なりました。 

　　２目、賦課徴収費では、７４ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、京都地方税機

構負担金として１，４５８万５，６５９円を負担しました。 

　　３項、１目、戸籍住民基本台帳費では、７６ページ、１２節、委託料で、システム改修委

託料として戸籍の振り仮名記載等のための戸籍等システム改修業務などに計１，９４０万１，

８００円を支出しました。 

　　４項、選挙費では、７８ページ、３目、衆議院議員選挙費で１，４９５万５４７円を支出

しました。 

　　次に、８０ページの３款、民生費は２４億８，９０２万４，２８５円で、前年度に比べ７，

６５２万６，５０３円、３．０％の減となりました。主に、物価高騰対応重点支援給付分の

減によるものです。令和７年度への繰越額は６５４万５，０００円となっています。 

　　１項、社会福祉費、１目、社会福祉総務費では、８２ページ、１８節、負担金、補助及び

交付金で、民生児童委員活動補助金１，０５３万５，５９６円、社会福祉協議会専任職員等

補助金２，９８７万８，０００円など各種補助金を交付しました。 

　　また、物価高騰対応重点支援給付金として合計９，４９３万円を支出しました。 

　　８４ページ、２７節、繰出金では１億１，０３２万１，５０９円を国民健康保険事業特別

会計へ繰り出しました。 

　　３目、障害者福祉費では、１２節、委託料で、共同作業所運営委託料２，４９０万４，０

６８円、８６ページ、日中一時支援事業委託料８５２万６，０６３円など合計で５，９９５

万１，１５０円を支出、８６ページの１９節、扶助費で、障害者自立支援給付費４億３，７

４４万７，１９９円など、合計で５億４，２０６万５，６００円となりました。 

　　４目、老人福祉費では、８８ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、シルバー人材

センター運営補助金や後期高齢者医療広域連合に対し、合計２億６，３３８万２，３０６円

を支出しました。 

　　２７節、繰出金では、合計４億５，４００万５，０３３円を支出、そのうち、介護保険事

業特別会計の事業勘定と老人保健施設サービス勘定へ３億６，６４５万７，２３５円、後期

高齢者医療特別会計へ事務費分、保険基盤安定分、保健事業分合わせて８，７５４万７，７

９８円を繰り出しました。 
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　　２項、児童福祉費では、９２ページ、１９節、扶助費では、令和６年１０月から支給対象

を高校生年代まで延長するなど拡充した児童手当費１億３，７４２万５，０００円など、合

計１億９，０２６万９，５０４円を支出しました。 

　　３目、こども園費では、こども園の運営に要する経費として、総額４億３，８５３万２，

２８２円を支出しました。 

　　次に、９６ページ下段の４款、衛生費は１７億３，５３８万７，７５５円で、前年度に比

べ５５１万６，０８３円、０．３％の減となりました。 

　　１項、保健衛生費では、９８ページ、１目、保健衛生総務費、１８節、負担金、補助及び

交付金で、船井郡衛生管理組合分担金など、計２，２７７万５００円を支出、２目、保健事

業費、１００ページ、１２節、委託料で、がん検診ほか検査検診委託料として４，７５７万

２，０５９円を、特定健診委託料として９７５万１，９７８円をそれぞれ支出しました。 

　　１８節、負担金、補助及び交付金では、出産応援交付金、子育て応援給付金ほか各種助成

金など、合計４６５万８，４８２円を支出しました。 

　　３目、予防費は、総額９，４２５万６，０９０円を支出、前年度と比べ２，９４４万８，

４８４円の減、主に、新型コロナワクチン予防接種事業分の減が要因となっています。 

　　４目、環境衛生費では、１０４ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、下水道事業

会計へ６，１１９万２，０００円などを支出しています。 

　　５目、診療所費では、１８節、負担金、補助及び交付金で、医療施設の運営に係る経費と

して、南丹病院負担金１，８９３万５，０００円、京丹波町病院と各診療所の運営に係る病

院事業会計運営補助金２億８，５２２万４，０００円などを支出しました。 

　　６目、保健センター管理費では、１０６ページ、１４節、工事請負費で、瑞穂保健センタ

ーの空調設備改修工事など２，８５１万２，８００円を支出しています。 

　　２項、清掃費では、塵芥処理費及びし尿処理費として、合計３億７，１３５万１，３６０

円を支出しました。 

　　衛生費から支出しています船井郡衛生管理組合分担金につきましては、総額３億３，４０

２万円となりました。内訳は、塵芥処理分２億８３４万３，０００円、し尿処理費からし尿

処理分１億２９４万５，０００円、９８ページの保健衛生費から火葬場維持管理分２，２７

３万２，０００円、いずれも、１８節、負担金、補助及び交付金からの支出となっています。 

　　３項、上水道費では、水道事業会計へ運営経費に要する補助金や建設改良に要する出資金

など、５億８，４９０万４，０００円を支出しました。 

　　１０８ページ、６款、農林水産業費は１６億６，０７７万８，０９３円で、前年度に比べ
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４億２，１００万３，２２３円、３４．０％の増となりました。主な要因としましては、１

１６ページ、４目、畜産業費、１８節、負担金、補助及び交付金で、畜産競争力強化整備事

業補助金５億３，８９９万２，０００円などを支出した関係です。 

　　１０８ページへ戻っていただきまして、令和７年度への繰越額は１億１，６５８万５，０

００円となっています。 

　　１項、農業費は、１３億９，０２０万６，１８４円の支出で、主なものとして、１１２ペ

ージからの３目、農業振興費、７節、報償費で、有害鳥獣捕獲報償金４，１５１万５，００

０円。１２節、委託料、１１４ページ上段、有害鳥獣捕獲個体処理委託料１，５７２万３，

３０２円などを支出、１８節、負担金、補助及び交付金では、中山間地域等直接支払交付金

１億８６９万６７４円、多面的機能支払交付金８，１４１万５，３０１円。経営体確保・育

成事業補助金２，１８６万９，０００円など、合計３億２，９４７万７，８１２円を支出し

ました。 

　　５目、農地費では、１１８ページ、１８節、負担金、補助及び交付金から１億３，９００

万２，０００円、２３節、投資及び出資金から７，１１２万円を下水道事業会計へ、合計２

億１，０１２万２，０００円を支出しました。 

　　７目、農村情報施設管理費では、１２０ページ、１２節、委託料で、番組制作委託料１，

０５９万６，０００円、ケーブルテレビ設備更新作業委託料として２，３８７万円を支出し

ました。 

　　また、１２２ページ、１８節、負担金、補助及び交付金では、ケーブルテレビ民営化補助

金２，２２０万円を支出しました。 

　　次に、２項、林業費です。 

　　支出総額は２億６，９３１万７，９０９円。主なものとして、１２４ページ、２目、林業

振興費、１２節、委託料で、地籍調査等に係る測量設計監理業務等委託料２，０７１万６，

３００円、森林経営管理意向調査等業務委託料に１，９９７万４，９００円、１２６ページ、

公有林整備事業委託料として３，３０２万７，５５１円など、合計８，６８９万７，６０７

円を支出しました。 

　　１４節、工事請負費では、繰越事業の林道月ヒラ長老線の開設工事に６，３８６万５００

円を支出しました。 

　　１８節、負担金、補助及び交付金では、丹波くり新植・改植事業補助金７２６万２，００

０円、丹波くり栽培機材等支援事業補助金８６７万円など、合計３，６７７万３，２５２円

を支出しました。 
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　　また、２４節、積立金で、丹波くり関係の振興基金積立金として１，００３万１，０００

円を積み立てました。 

　　１３０ページ、７款、商工費は２億５，５０７万４，３４８円でした。１項、商工費、２

目、商工振興費では、１３２ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、商工会小規模事

業経営支援事業補助金１，９４９万円ほか、合計２，６０４万２，３７９円を支出しました。 

　　３目、観光費では、１２節、委託料で、わち山野草の森管理運営委託料２，０００万円、

特産館「和」指定管理料２，０００万円、京丹波まるごと交流型観光推進事業や京丹波ロケ

誘致事業などの企画運営委託料に２，１７０万３，５００円などを支出、１３４ページ、１

４節、工事請負費では、特産館「和」の空調設備改修工事に３，８９４万円、１８節、負担

金、補助及び交付金では、森の京都市町村負担金として６３８万６，０００円、質志鐘乳洞

公園管理運営補助金として１，１５０万円、観光協会運営補助金として５５０万円などを支

出しました。 

　　８款、土木費は７億２，２２３万６，５３２円で、前年度に比べ６，３７９万６，４５７

円、８．１％の減となりました。令和７年度への繰越額は７，９０３万５，０００円となっ

ています。 

　　１３６ページからの２項、道路橋りょう費、２目、道路維持費では、１３８ページ、１２

節、委託料で、除雪作業委託料１，８７４万９０円の支出、１４節、工事請負費の道路修繕

工事４，３１３万２，１００円など、合計４，９９８万１，８００円を支出しました。 

　　１８節、負担金、補助及び交付金の認定外道路整備事業補助金では２９０万円を交付しま

した。 

　　３目、道路新設改良費では、１２節、委託料で、測量設計監理業務等委託料など３，６３

８万１，０２２円を支出、１４０ページ、１４節、工事請負費では２億３，０３５万５，０

００円を支出、１６節、公有財産購入費では、土地購入費として２，７３８万９，８９８円

を支出、２１節、補償、補塡及び賠償金では、物件等補償費として１，４２６万５，０４５

円を支出しました。 

　　３項、河川費、１目、河川総務費では、７節、報償費で、河川除草作業の謝礼９７６万４，

２０５円を支出しました。 

　　１４２ページ、５項、下水道費では、下水道事業会計へ特定環境保全公共下水道事業分と

して合計１億８，４８６万２，０００円を支出しました。前年度と比べて５，４９９万５，

０００円の減となりました。 

　　６項、住宅費では、１０節、需用費において町営住宅の修繕を行い、６４７万７，３０２
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円を支出、１４４ページ、１８節、負担金、補助及び交付金では、木造住宅耐震改修補助金

として３８０万円、住宅改修補助金として２８０万３，０００円を支出しました。 

　　次に、９款、消防費は４億５３３万９，３３１円で、前年度に比べ２１８万６，７３１円、

０．５％の増となりました。 

　　１項、消防費、１目、常備消防費では、１８節、負担金、補助及び交付金において、京都

中部広域消防組合負担金２億９，４４１万３，０００円を支出、２目、非常備消防費では、

１節、報酬で、消防団員報酬として３，１０８万１，７０９円、７節、報償費では、退団者

に対して消防団員退職報償１，５６８万１，０００円を支出しました。 

　　１４６ページ、３目、消防施設費では、１７節、備品購入費において、小型動力ポンプ付

積載車１台を１，３３６万５，０００円で更新しました。 

　　次に、１４８ページ中段、１０款、教育費は８億４，９６５万５，３７８円で、前年度に

比べ６，３１７万８，６４２円、８．０％の増となりました。令和７年度への繰越額は８４

９万２，０００円となっています。 

　　１項、教育総務費では、教育委員会費、事務局経費、放課後児童健全育成事業、育英資金

給付事業特別会計への繰出しや情報化推進費に、総額で３億１１０万１，０３０円を支出し

ました。 

　　２目、事務局費、１５２ページ、１７節、備品購入費で公用車を２台更新しました。 

　　３目、育英費では、育英費支給のため、育英資金給付事業特別会計に４００万円を支出、

４目、情報化推進費では、１５４ページ、１２節、委託料で、学習系端末等保守委託料とし

て３，３９２万２，５４４円、１３節、使用料及び賃借料で、機器物品等借上料などに３，

２７８万７，３５３円を支出しました。 

　　２項、小学校費では、総額１億６，１４５万５，７１９円を支出しました。 

　　１目、学校管理費、１５６ページ、１４節、工事請負費では、丹波ひかり小学校体育館の

照明設備改修工事などに計１，５００万２，８７４円を支出しました。 

　　２目、教育振興費では、１節、報酬で、学習支援員や読書支援員等の会計年度任用職員報

酬２，０４８万４２０円を支出、１５８ページ、１７節、備品購入費では、４年に一度の教

科書採択に伴う教科書・指導書などに１，４８８万６２９円を支出しました。 

　　１９節、扶助費で、要保護・準要保護就学援助費や特別支援教育就学奨励費として計９４

８万２１２円を支出しました。 

　　３項、中学校費では、９，９９１万１，６４１円を支出しました。 

　　１目、学校管理費、１６０ページ、１７節、備品購入費で、各中学校の体育館に大風量一
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体型スポットエアコンを設置するなど、合計９９９万２，０４０円を支出しました。 

　　２目、教育振興費では、１節、報酬において、学習支援員や読書支援員、部活指導員等に

会計年度任用職員報酬として計１，０７７万６，６５３円を支出、１６２ページ、１８節、

負担金、補助及び交付金では、瑞穂中学校のホッケー全国大会の出場への補助金として１６

５万８，９７７円、１９節、扶助費では、要保護・準要保護就学援助費や特別支援教育就学

奨励費として計９２５万４，４７０円を支出しました。 

　　１６４ページ、４項、社会教育費では、９，４４１万５，１４１円を支出しました。 

　　１目、社会教育総務費、７節、報償費では、京丹波町民大学の講師謝礼ほか、ふるさと体

験資料館運営委員報償などに計３０８万１，３１６円を支出しました。１８節、負担金、補

助及び交付金で、女性の会や青少年育成協会などの活動助成として、合計２２７万２，６５

６円を交付しました。 

　　１６６ページ、２目、公民館費では、公民館活動や施設の維持管理経費などに総額３，１

４６万３，６７１円を支出しました。１節、報酬では、公民館長等の報酬１２１万円、会計

年度任用職員報酬４３５万４７０円を支出、１６８ページ、３目、図書館費では、１節、報

酬で、会計年度任用職員の報酬１，８００万４，６５４円、１７節、備品購入費で、図書購

入費７９９万９，９７９円などを支出しました。 

　　４目、文化財保護費では、１７０ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、社寺等文

化資料保全補助金１９１万９，０００円を支出しました。 

　　５項、保健体育費では、２，５１１万２，９５３円を支出しました。 

　　１目、保健体育総務費では、１７２ページ、１３節、使用料及び賃借料では、ウオーキン

グアプリのサービス利用料として１４８万５，０００円を支出しています。 

　　１８節、負担金、補助及び交付金では、スポーツ協会に補助金３９０万円を交付しました。 

　　１７４ページ、６項、学校給食費では、人件費、賄材料費を主なものとして、全体で１億

６，７６５万８，８９４円を支出しました。 

　　続いて、１７６ページ、１１款、災害復旧費では、５７３万５，３６０円を支出しました。

令和７年度への繰越額は２，５９５万２，０００円となっています。 

　　１目、農地・農業施設災害復旧事業費、１２節、委託料で、災害測量設計業務等として５

６１万２，２００円を支出しました。 

　　１７８ページ、１２款、公債費は１３億３，０９１万９，４６２円で、前年度に比べ２億

４９万９７９円の減、１３．１％の減となりました。令和５年度には繰上償還を行っていま

すので、その分の差額となっております。 
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　　以上で、一般会計の説明を終わります。 

　　次に、認定第２号　令和６年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算です。 

　　１８０ページをお開きください。 

　　歳入総額１６億４，２８１万３，５４５円で、前年度に比べ６．１％の減、歳出総額１６

億３，９６０万３，３７９円で、前年度に比べ６．０％の減、歳入歳出差引額、実質収支額

ともに３２１万１６６円となりました。 

　　国民健康保険事業の加入状況につきましては、世帯数で１，９２０世帯、町世帯数の３１．

６５％、被保険者数は２，８２５人、町人口の２３．０５％となっています。 

　　１８７ページ、歳入の事項別明細書をご覧ください。 

　　１款、国民健康保険税は２億４，８７９万２６８円で、前年度に比べ５．１％の減となり

ました。収納率は、過誤納付の保険税を除いた現年度分で９６．６％、過年度分で２７．

９％となりました。 

　　なお、地方税法に基づき、１１人分、１８７万９，３８５円を不納欠損として処理しまし

た。 

　　３款、国庫支出金は１３２万２，０００円で、マイナンバーカードと健康保険証の一体化

に伴う周知広報等事業で、社会保障・税番号制度システム整備費補助金が主な収入です。 

　　４款、府支出金は１２億４，４１０万円で、前年度より９．１％、１億２，３８１万１，

０００円の減、６款、繰入金は１億４，１３２万１，５０９円で、前年度に比べ２３．８％、

２，７１５万５，９７７円の増、そのうち、１項、他会計繰入金は、一般会計からの繰入金

で１億１，０３２万１，５０９円、２項、基金繰入金で、財政調整基金からの繰入れは３，

１００万円でした。 

　　次に、１９３ページ、歳出です。 

　　１９５ページ中段からの２款、保険給付費は１１億７，７６４万４，４１４円で、前年度

に比べ９．４％の減となりました。 

　　１９７ページ、３款、国民健康保険事業納付金は４億１１２万６，６２９円で、前年度に

比べ３．１％の増、そのうち、１項、医療給付費分は２億７，１６９万６，４３４円、２項、

後期高齢者支援金等分は９，６２６万９，７７０円、３項、介護納付金分は３，３１６万４

２５円でした。 

　　１９９ページ、４款、保健事業費は２，７８９万４，４９８円で、前年度に比べ１０．

８％の増となりました。 

　　１項、１目、疾病予防費、１８節、負担金、補助及び交付金で、人間ドック助成金４７７
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万５，６７３円の支出、２７節、繰出金では、一般会計への繰出金を４９３万１，１７６円

支出しています。 

　　２０１ページ、７款、諸支出金は２，０５３万円で、前年度に比べ１．４％の減となりま

した。 

　　２０３ページ、３項、繰出金では、京丹波町病院事業会計へ１，９４７万９，０００円を

繰り出しました。 

　　以上、国民健康保険事業特別会計の説明といたします。 

　　次に、認定第３号　令和６年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算です。 

　　２０５ページをお開きください。 

　　歳入総額３億３９１万１，７２１円で、前年度に比べ７．５％の増、歳出総額２億９，９

６４万４，６０４円で、前年度に比べ７．８％の増、歳入歳出差引額、実質収支額ともに４

２６万７，１１７円となりました。 

　　令和７年３月３１日現在の被保険者数は３，３１２人でした。 

　　２１０ページ、歳入の事項別明細書をお願いします。 

　　１款、保険料は、特別徴収、普通徴収合わせて２億１，０４０万５，８０２円で、前年度

に比べ８．６％の増となりました。過誤納付の保険料を除いた現年度分の徴収率は９９．４

３％でした。 

　　３款、繰入金は、一般会計繰入金８，７５４万７，７９８円でした。 

　　次に、２１４ページからの歳出です。 

　　２款、後期高齢者医療広域連合納付金では、２億９，３３６万８，８３９円を支出しまし

た。 

　　３款、保健事業費では、２１６ページ、１８節、負担金、補助及び交付金において、人間

ドック助成金３０４万５，２８０円を支出しました。 

　　以上、後期高齢者医療特別会計の説明といたします。 

　　次に、認定第４号　令和６年度京丹波町介護保険事業特別会計事業勘定歳入歳出決算です。 

　　２１８ページをお開きください。 

　　歳入総額２１億８，８８４万１，２４４円で、前年度に比べ０．５％の減、歳出総額２１

億４，３６１万２６９円で、前年度に比べ０．２％の減、歳入歳出差引額、実質収支額とも

に４，５２３万９７５円となりました。 

　　介護保険の状況は、令和７年３月３１日現在で、第１号被保険者５，５１６人、総人口に

占める割合は４５．０％でした。 
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　　また、要介護認定者数は、第１号・第２号被保険者を合わせて１，０９７人でした。 

　　２２３ページ、歳入の事項別明細書をお開きください。 

　　１款、保険料は３億５，６３３万６，８００円で、前年度に比べ５．２％の減となりまし

た。過誤納付保険料を除いた現年度分の実質収納率は９９．６１％でした。 

　　なお、介護保険法に基づき、２５人分、６６万４，６００円を不納欠損として処理しまし

た。 

　　３款、国庫支出金は５億８，０６９万３，６５７円、２２５ページ、４款、支払基金交付

金は５億４，４８３万５，０００円、５款、府支出金は３億１，２２７万２，９８１円と、

それぞれ交付がありました。 

　　７款、繰入金は３億４，３５５万７，２３５円で、一般会計から２億９，３５５万７，２

３５円を繰り入れました。 

　　また、介護給付費準備基金から５，０００万円を繰り入れました。 

　　次に、歳出です。 

　　２３１ページ、２款、保険給付費は１９億７，９７０万８，２４４円で、前年度比４，６

５９万５，０１２円、２．４％の増となりました。 

　　３款、地域支援事業では、２３７ページ、２項、１目、介護予防・生活支援サービス事業

費、１２節、委託料で、ミニデイサービス事業委託料６００万２９６円、２３９ページ、４

項、１目、包括的支援事業費、１２節、委託料で、生活支援コーディネーター設置事業委託

料１，６９１万９，１９９円など、総額５，２６１万２，２４０円を支出しました。 

　　以上、介護保険事業特別会計事業勘定の説明といたします。 

　　次に、令和６年度京丹波町介護保険事業特別会計サービス事業勘定歳入歳出決算です。 

　　２４５ページをお開きください。 

　　歳入総額６７６万８，９２１円で、前年度に比べ１．７％の減、歳出総額２５２万５，５

８０円で、前年度に比べ、２７．４％の減、介護予防サービス計画作成委託料の減が主な要

因です。歳入歳出差引額、実質収支額ともに４２４万３，３４１円となりました。 

　　２５０ページ、歳入の事項別明細書をご覧ください。 

　　１款、サービス収入では、居宅支援サービス計画費収入として、委託、直営合わせて７３

１件、３３６万１，８４０円でした。 

　　２５２ページの歳出では、２款、事業費で、介護予防サービス計画作成委託料として１６

１万９，７２０円を支出しました。昨年度と比べて９４万２，８８０円の減となりました。 

　　以上、介護保険事業特別会計サービス事業勘定の説明といたします。 
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　　次に、令和６年度京丹波町介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定歳入歳出決算

です。 

　　２５４ページをお開きください。 

　　歳入総額１億５，６１７万７，２８７円で、前年度に比べ５．９％の増、歳出総額１億５，

５０９万５，９８０円で、前年度に比べ６．０％の増、歳入歳出差引額、実質収支額ともに

１０８万１，３０７円となりました。利用状況は、入所の利用者数が延べ５，５４９人で、

前年度に比べ９９人の減となりました。 

　　２５９ページ、歳入の事項別明細書をお願いします。 

　　１款、サービス収入は、居宅介護サービス費収入や施設介護サービス費収入など、計８，

１５３万５，５４３円の収入となりました。 

　　４款、繰入金は、前年度に比べ８００万円、１２．３％増の７，２９０万円を一般会計か

ら繰り入れました。 

　　次に、２６３ページからの歳出です。 

　　１款、総務費では、医師、看護師、介護支援専門員等の人件費及び施設運営経費として、

１億３，５１０万１，５０８円を支出しました。 

　　２６５ページ、２款、介護サービス事業費では、医薬材料費、給食業務委託料、機器物品

等借上料など１，９９９万４，４７２円を支出しました。 

　　以上、介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定の説明といたします。 

　　次に、認定第５号　令和６年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算です。 

　　２６７ページをお開きください。 

　　歳入総額、歳出総額ともに６，７１４円で、歳入歳出差引額、実質収支額ともにゼロ円と

なりました。 

　　２７２ページ、事項別明細書の歳入では、１款、財産収入で、土地開発基金利子６，７１

４円の収入、２７４ページ、歳出では、土地開発基金に同じく６，７１４円を繰り出しまし

た。 

　　以上、土地取得特別会計の説明といたします。 

　　次に、認定第６号　令和６年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算です。 

　　２７６ページをお開きください。 

　　歳入総額６５４万６，３８０円、前年度に比べ９．９％の増、歳出総額６５４万５，００

０円で、前年度に比べ９．９％の増、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１，３８０円とな

りました。 
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　　２８１ページ、歳入の事項別明細書、３款、繰入金で、一般会計から４００万円を、基金

から２５４万５，０００円を繰り入れました。 

　　２８３ページ、歳出では、２款、育英費、１８節、負担金、補助及び交付金において、高

校生から大学生まで、４３人に対し５８８万円を支給しました。 

　　以上、育英資金給付事業特別会計の説明といたします。 

　　次に、認定第７号　令和６年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算です。 

　　２８５ページをお開きください。 

　　歳入総額１億７，１０２万８，３６８円で、前年度に比べ１９．４％の増、歳出総額１億

７，０５２万４，８１４円で、前年度に比べ１９．５％の増、歳入歳出差引額、実質収支額

ともに５０万３，５５４円となりました。利用状況につきましては、運行日数が３５９日で、

乗客数は９万５，１９０人でした。 

　　２９０ページ、事項別明細書をご覧ください。 

　　歳入、１款、事業収入は１，３９２万６，９００円で、運賃収入が４１３万７，０００円、

小中学生のスクールバスとしての受託収入が９７８万９，９００円でした。 

　　２款、府支出金では、交通確保対策費補助金として５８９万５，０００円の交付を受けま

した。 

　　３款、繰入金は、一般会計から１億２，３００万円を繰り入れ、６款、町債では、バス購

入事業債２，７７０万円を借り入れました。 

　　次に、２９４ページ、歳出です。 

　　１款、事業費では、バス運転士等の人件費、バスの燃料費や車検等の修繕料など、１４路

線、バス車両１９台の運行経費や更新車両２台のバス購入費２，７７２万円など、合計１億

６，４４０万３，５２０円を支出しました。 

　　２９６ページ、２款、公債費では、元金、利子合わせて６１２万１，２９３円を償還しま

した。 

　　以上、町営バス運行事業特別会計の説明といたします。 

　　続きまして、財産に関する調書について、主なものを説明いたします。 

　　まず、公有財産です。 

　　３００ページをお開きください。 

　　行政財産の（１）土地及び建物の本庁舎に係る分について、土地２，６５９平方メートル

の減、建物の木造分７１５平方メートルの減、非木造１，１５７平方メートルの減となって

います。 
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　　続いて、公共用財産のその他の施設については、土地３万１，９８５平方メートルの減、

建物、非木造が２，３４８平方メートルの減となりました。旧庁舎解体に係るものと令和６

年度からの下水道会計の公営企業化に伴うものでございます。 

　　次に、３０２ページ、普通財産についてでございます。 

　　まず、（１）土地及び建物で、公共用財産のその他の施設、土地で２，６５９平方メート

ルの増につきましては、旧庁舎跡地が行政財産から移行して増加したものです。 

　　次に、普通財産の（２）山林です。 

　　面積の増減はなく、立木の推定蓄積高において、下乙見地区における伐採等により８８８

立方メートルの減少、分収林で自然増により５３立方メートルの増加となりました。 

　　続いて、３０５ページ、２、物品です。令和６年度中の増減につきまして、最上段、車

両・船舶類につきましては、バス車両の更新２台、その他更新による車両４台の計６台を取

得しました。また、下水道事業の公営企業化と消防車両を含む公用車の１０台を移行及び廃

車しましたので、差引き４台の減となりました。 

　　事務用機械器具類につきましては、自主放送番組保存用ハードディスクの購入とバースタ

ー及び圧着機の更新により、差引き１増となっています。軽機械・用具類は、各中学校への

スポットエアコン計６台と丹波学校給食センターの真空冷却機１台の購入で７増となりまし

た。電気・通信器具類は、本庁舎の通話録音装置１式の増、運動・娯楽用品類は、みずほこ

ども園でフォレストショップ１式の増となりました。 

　　続いて、３０６ページ、４、基金です。 

　　一般会計の基金は、財政調整基金で１８万１，０００円を積み立て、２億３，０００万円

を取り崩し、令和６年度末現在高は１５億５，９８８万８，５８２円となりました。振興基

金では１億３，０００万円を取り崩し、７，４７９万６，０００円を積み立てました。令和

６年度末現在高は９億４，０５９万７，０００円です。減債基金は１億３，１６０万５，０

００円を積み立て、令和６年度末現在高は２億５，５６４万２，９５２円となりました。 

　　そのほか、過疎地域持続的発展特別基金は１，１９５万５，０００円を取り崩し、９，０

００円を積み立てました。ふるさと応援寄附金基金では３億５，７０３万５，０００円を取

り崩し、４億６３７万９，０００円を積み立てました。また、企業版ふるさと納税基金は５

１９万５，０００円を取り崩し、８２０万２，０００円を積み立てました。森林環境譲与税

基金につきましては、１８０万６，０００円を積み立てました。 

　　一般会計全体では１億１，３４６万７，０００円の減、特別会計では、全体で８，２８２

万４，９２６円の減、全ての会計を合わせた令和６年度末現在高は４２億６，５０６万６，
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１８７円となりました。 

　　以上、財産に関する調書の説明といたします。 

○議長（梅原好範君）　会計管理者、一旦、自席にお戻りください。 

　　これより暫時休憩に入ります。再開は１３時１５分とします。 

休憩　午後　０時０３分 

再開　午後　１時１５分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き谷口会計管理者の補足説明から会議を再開いたしま

す。 

　　谷口会計管理者。 

○会計管理者（谷口玲子君）　続いて、財産区特別会計の説明に移ります。 

　　なお、各財産区の財産に関する調書は説明を省略させていただきますので、ご了承くださ

い。 

　　まず、認定第８号　令和６年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算です。 

　　３０８ページをお開きください。 

　　歳入総額１１０万６，７９１円、歳出総額９０万４，３７７円、歳入歳出差引額、実質収

支額ともに２０万２，４１４円となりました。 

　　３１３ページ、事項別明細書をご覧ください。 

　　歳入、１款、財産収入では、須知地区の駐車場貸付料や携帯電話通信施設敷地料など、須

知地区、竹野地区合わせて３９万８，６７４円の収入がありました。 

　　２款、寄附金では、須知地区で財産区域内の各区から管理運営寄附金３４万４，５００円、

３款、繰入金では、竹野地区で１２万８，０００円を財政管理調整基金から繰り入れました。 

　　３１７ページ、歳出です。 

　　１款、総務費、１項、須知地区、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬７万９，

５００円、各種補助金に３０万円、２目、財産管理費では、管理地の作業委託料に２０万２，

９５０円など、須知地区では７６万５，４４２円を支出、２項、竹野地区では、１目、一般

管理費で、財産区管理会委員報酬３万７，５００円、委員等報償５万円など、１３万８，９

３５円を支出しました。 

　　以上、須知財産区特別会計の説明といたします。 

　　次に、認定第９号　令和６年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算です。 

　　３２３ページをお開きください。 

　　歳入総額２５万８，７２９円、歳出総額２２万３，３０１円、歳入歳出差引額、実質収支
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額ともに３万５，４２８円となりました。 

　　３２８ページ、事項別明細書をご覧ください。 

　　歳入では、２款、寄附金で２１万９，３００円、財産区域内の各区から寄附を受けたもの

です。 

　　３３０ページ、歳出です。 

　　１款、総務費では、１項、１目、一般管理費で、財産区管理会委員報酬５万４，０００円、

財政管理調整基金積立９万７，０００円ほか、２目、財産管理費では、林道管理委託料４万

円等を支出しました。 

　　以上、高原財産区特別会計の説明といたします。 

　　次に、認定第１０号　令和６年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算です。 

　　３３４ページをお開きください。 

　　歳入総額１，４４８万６，５７５円、歳出総額９４９万８，９８６円、歳入歳出差引額、

実質収支額ともに４９８万７，５８９円となりました。 

　　３３９ページ、事項別明細書をご覧ください。 

　　歳入では、２款、財産収入が主で、１項、財産運用収入では、土地貸付料などで１，０６

７万５，７８０円、戻りまして、１款、府支出金では、豊かな森を育てる府民税活用補助金

３１万７，０００円の交付を受けました。 

　　３４３ページ、歳出です。 

　　１款、総務費、１項、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬２７万１，５００円

をはじめ、財産区運営のための一般経費を支出しました。 

　　２目、財産管理費では、直営林保育作業委託料１４１万４，０００円などを支出、３目、

諸費では、山林高度利用補助金など関係団体等への補助金として６９１万６，０００円を支

出しました。 

　　以上、桧山財産区特別会計の説明といたします。 

　　次に、認定第１１号　令和６年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算です。 

　　３４９ページをお開きください。 

　　歳入総額６３７万９，１３５円、歳出総額５６６万４，８７０円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに７１万４，２６５円となりました。 

　　３５４ページ、事項別明細書をご覧ください。 

　　歳入では、１款、財産収入が主で、携帯電話通信施設や各区への土地貸付収入など財産収

入は５５８万４，３３８円でした。 
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　　３５６ページ、歳出です。 

　　１款、総務費、１項、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬３５万５，５００円

をはじめ、財産区運営のための一般経費を支出しました。 

　　２目、財産管理費では、各区への土地貸付補償費３１９万６，５３６円などを支出、３目、

諸費では、梅田地域振興会補助金、梅田地域振興対策事業補助金として１５０万円を支出し

ました。 

　　以上、梅田財産区特別会計の説明といたします。 

　　次に、認定第１２号　令和６年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算です。 

　　３６２ページをお開きください。 

　　歳入総額１９０万８，６８０円、歳出総額１３６万２，７７０円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに５４万５，９１０円となりました。 

　　３６７ページ、事項別明細書をご覧ください。 

　　歳入、１款、財産収入は、集落への土地貸付収入４３万１，０００円とマツタケ等採取権

収入６万４，０００円が主な収入となっています。 

　　２款、繰入金では、財政管理調整基金から１１０万円を繰り入れました。 

　　３６９ページ、歳出です。 

　　１款、総務費、１項、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬２９万４，０００円

をはじめ、財産区運営のための一般経費を支出しました。 

　　３目、諸費では、三ノ宮地域振興会など関係団体への補助金、合わせて８３万７，０００

円を支出しました。 

　　以上、三ノ宮財産区特別会計の説明といたします。 

　　次に、認定第１３号　令和６年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算です。 

　　３７５ページをお開きください。 

　　歳入総額３２３万５，７３６円、歳出総額２３３万６，８７７円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに８９万８，８５９円となりました。 

　　３８０ページ、事項別明細書をご覧ください。 

　　歳入では、１款、財産収入、各区及び法人への土地貸付料など２１３万１，３６０円が主

な収入となっています。 

　　次に、３８２ページ、歳出です。 

　　１款、総務費、１項、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬１０万５００円をは

じめ、財産区運営のための一般経費を支出しました。 
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　　２目、財産管理費では、林道維持管理事業等補助金に１８万３，０００円を支出、３目、

諸費では、貸付林等高度利用補助金や関係団体への補助金として５０万円を支出しました。 

　　以上、質美財産区特別会計の説明といたします。 

　　最後に、認定第１４号　令和６年度国保京丹波町病院事業会計決算について説明いたしま

す。 

　　病院事業会計につきましては、別冊子の病院事業会計決算書で説明いたします。 

　　まず、患者数の動向ですが、国保京丹波町病院の入院患者数は、年間延べ９，８８９人で、

前年度比５０９人の増加、外来患者数は年間延べ２万４，１２０人で、前年度比９０人の増

加となりました。和知診療所の外来患者数は年間延べ７，９７６人で、前年度比１８４人の

減少、和知歯科診療所は年間延べ５，５２９人で、前年度比３８６人の増加となりました。 

　　それでは、まず、９ページの損益計算書をお開きください。 

　　１の医業収益で、入院収益は２億９，０２９万５，６６６円。外来収益は２億８，０８８

万３，０２８円。その他医業収益は、個室使用料、健診や予防接種などの公衆衛生活動収益、

救急告示病院に対する一般会計負担金、その他文書料など合わせて９，７８０万８２円で、

合計６億６，８９７万８，７７６円となりました。 

　　２の医業費用での主なものは、給与費６億６，９５９万７，３５０円、薬品や診療材料な

どの材料費６，４００万２，４２９円、事務費や光熱水費、各種業務委託料などの経費１億

６，５２０万８，２８２円、減価償却費６，５０３万６，４９１円など、合計９億７，０６

４万５，０６３円となりました。 

　　よって、医業収支は、３億１６６万６，２８７円の損失となりました。 

　　３の医業外収益での主なものは、他会計補助金１，８８４万５，０００円、内訳は、国保

特別調整交付金として和知診療所に８９６万２，０００円、和知歯科診療所に９８８万３，

０００円です。 

　　補助金は、地域医療機能強化特別事業費補助金など京丹波町病院に１３１万７，２００円

です。 

　　負担金及び交付金は２億７，０１０万５８円で、主なものは、企業債償還利息と運営補助

に係る一般会計繰入金で２億５，６０６万６，２３２円、人生１００年時代づくりソフト事

業費交付金３００万円、和知老人保健施設から和知診療所への医師給与負担金１，１０３万

３，８２６円です。 

　　長期前受金戻入は、固定資産取得時に交付を受けた補助金等であり、償却年数に合わせて

収益化したもので、本年度は１，６４３万８，２１１円でした。 
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　　これらを主なものとした医業外収益の合計額は３億１，２５３万６，８１２円となりまし

た。 

　　４の医業外費用では、企業債支払利息５４３万９，２３２円、長期前払消費税償却２，７

２１万９，８２５円を主なものとして、合計で３，４６８万６，１９３円となりました。 

　　先ほどの医業損失にこれら医業外収支を加減した結果、経常利益はマイナス２，３８１万

５，６６８円となりました。 

　　よって、当年度純利益もマイナス２，３８１万５，６６８円となり、前年度繰越欠損金３

億１，８９０万７，９９４円を加えた令和６年度未処理欠損金は３億４，２７２万３，６６

２円となりました。 

　　次に、３７ページからの資本的収入及び支出についてです。 

　　収入では、企業債として１億１３０万円。他会計出資金は、企業債元金償還金に係る一般

会計からの繰入金であり、京丹波町病院に２，３５４万７，７８２円を繰り入れました。 

　　補助金は、京丹波町病院に国庫補助金として社会保障・税番号制度システム整備費補助金

６９万５，０００円、国保会計補助金として和知診療所に国保特別調整交付金６３万４，０

００円の交付を受けました。 

　　資本的収入の合計は１億２，６１７万６，７８２円となりました。 

　　支出では、企業債元金償還金として、京丹波町病院で３，８２９万１，４０２円を支出し

ました。 

　　建設改良費では、京丹波町病院で、建設整備費として空調設備更新実施設計業務委託料に

５０６万円、器械備品費購入費として医用画像情報システムや医療情報システムの電子カル

テ、内視鏡洗浄消毒器の更新など１億２，１０１万３，２００円を支出しました。和知診療

所では、解析付心電計などの更新に２５３万８，８００円、和知歯科診療所では、コンピュ

ーテッドラジオグラフなどの更新に１６３万３，５００円を支出し、資本的支出の合計は１

億７，０２１万２，２０２円となりました。 

　　なお、収支不足分４，４０３万５，４２０円は、過年度分損益勘定留保資金により補塡し

ました。 

　　以上、国保京丹波町病院事業会計の説明といたします。 

　　これをもちまして、認定第１号から認定第１４号までの説明を終わります。ご審議の上、

認定いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　谷口会計管理者には、議会の意向を理解されて編集をいただきまして、

ありがとうございました。 
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　　続いて、村田上下水道課長。 

○上下水道課長（村田弘之君）　認定第１５号　令和６年度京丹波町水道事業会計利益の処分

及び決算の認定につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　別冊子の令和６年度京丹波町水道事業会計決算書をご覧ください。 

　　まず初めに、１０ページの令和６年度京丹波町水道事業報告書をご覧ください。 

　　概況の（１）総括事項、アの業務の状況でございますが、年度末における行政区域内人口

及び給水人口はともに１万２，２５４人で、前年度対比で３２３人の減、給水件数は６，６

８８件で、昨年度対比で２７件の減少となりました。 

　　年間配水量は２７７万５，４６０立方メートル、そのうち、年間有収水量は２００万３，

９７５立方メートルで、前年度対比で２万１，３０６立方メートルの増加、有収率は７２．

２％で、前年度対比で０．７ポイントの増加となりました。 

　　次に、収益的収支につきましては、５ページの損益計算書でご説明させていただきます。 

　　１、営業収益で、給水収益が４億９，３５７万５，２２２円、閉栓・開栓手数料などのそ

の他営業収益と合わせて４億９，４５８万５，２２２円となりました。 

　　２、営業費用で、（１）原水及び浄水費として、取水施設や浄水場の維持・修繕、更新工

事を含む維持管理に係る経費として１億６，７８０万２，２３０円、（２）配水及び給水費

として、配管修繕用の材料費、漏水調査や水道メーター検針の委託料、水道管漏水修繕工事

や各送水ポンプの修繕工事等に１億１，１１０万３，９６４円、（４）総係費では、職員給

与及び手当、施設の光熱水費、各種業務委託料、畑川ダム管理費用負担金等１億７，３６９

万４，７５９円、（５）減価償却費として４億８，４６０万８，５７９円など、営業費用合

計で９億３，７２０万９，５３２円となり、営業利益はマイナス４億４，２６２万４，３１

０円となりました。 

　　３、営業外収益で主なものは、（１）の受取利息として９万６，１７４円、（２）の他会

計補助金は、一般会計からの繰入金として３億７，４２０万７，０００円、（３）の長期前

受金戻入につきましては、固定資産の取得時に交付を受けた分担金や補助金等について、固

定資産の取得耐用年数に応じて収益化した分として１億９，２４７万５，８７４円を計上し

ました。（４）の雑収益につきましては、貸倒引当金戻入益として、過年度分水道料金の収

入額を主なものとして７３０万７９７円を計上し、これら営業外収益の合計額は５億７，４

０７万９，８４５円となりました。 

　　４の営業外費用は、企業債の支払利息及び雑支出で８，８１８万１９９円となりました。 

　　３の営業外収益と４の営業外費用の差引額は４億８，５８９万９，６４６円となりますの



－５２－

で、先ほどの営業利益マイナス４億４，２６２万４，３１０円を差し引いた結果、経常利益

は４，３２７万５，３３６円となりました。この経常利益が当年度純利益となりますので、

その他未処分利益剰余金１億９，０１９万７，７５２円と合わせた当年度未処分利益剰余金

は２億３，３４７万３，０８８円となりました。 

　　１つページを開いていただきまして、６ページ下段に令和６年度京丹波町水道事業剰余金

処分計算書（案）をお示しさせていただいております。 

　　地方公営企業法第３２条第２項に、毎事業年度に生じた利益を処分する場合は、議会の議

決を経て行わなければならないとされておりますが、行政実例において利益の処分に関し決

算の認定と合わせて利益の処分の議決を受けることは差し支えないとされておりますので、

今回、未処分利益剰余金２億３，３４７万３，０８８円を次年度以降の建設改良に係る財源

として４，３２７万５，３３６円を積み立てすることと、資本金への組入れとして１億９，

０１９万７，７５２円を処分することにつきまして、決算の認定と併せてお認めくださいま

ようお願いいたします。 

　　次に、資本的収支についてご説明させていただきます。 

　　２７ページからの資本的収入・支出明細書をご覧ください。 

　　資本的収入では、１項、企業債で、現年度と繰越分を合わせて２億１，５１０万円の借入

れを行いました。 

　　２項、分担金は、２５件の新規加入分担金として９４３万８，０００円、３項、補助金は、

京都府生活基盤施設耐震化補助金として３，３５３万４，０００円、他会計補助金として、

建設改良費及び児童手当分と畑川ダム補助金分６，９０４万１，０００円、合計１億２５７

万５，０００円、４項、他会計負担金１，７８５万６，０００円及び５項、出資金１億２，

３８０万円は、企業債償還元金分の財源として一般会計繰入金として収入しております。 

　　６項、基金取崩収入は、水道事業基金から使途が特定されている分として、企業債元金償

還金の一部に充てるため５２８万６，０００円の取崩しを行いました。 

　　７項、その他資本的収入として、道路改良工事に伴う移設補償費として１，９７４万６，

２００円の収入があり、これら資本的収入の合計は４億９，３８０万１，２００円となりま

した。 

　　次に、ページをめくっていただきまして、資本的支出では、建設改良費、１目、施設整備

費は、職員３名の人件費や８件の測量設計業務の委託料と８件の上水道管路の更新工事等で

２億６，２５５万３，７３０円を支出し、２目、施設改良費では、水道管移設工事に係る設

計業務委託と道路改良工事に伴う２件の移設工事、施設の機器設備の更新工事５件など５，
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３８７万６，６００円を支出しました。 

　　３目、固定資産取得費では、漏水探知機、給水タンク、車両の購入費用、また、畑川ダム

改修に係る負担金として２，５３０万８００円を支出しました。 

　　次に、２項、企業債償還金は、元金償還金として５億７，２８０万７，６７９円を支出し、

３項、基金繰入支出では、水道事業基金利子収入額１万６，０００円を水道事業基金へ積み

立てしました。 

　　これら資本的支出の合計は９億１，４５５万４，８０９円となりました。 

　　資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額４億２，０７５万３，６０９円は、消費

税資本的収支調整額１，５０５万２３０円と建設改良積立金１億１，３５７万６７４円、当

年度分損益勘定留保資金２億９，２１３万２，７０５円で補塡しております。 

　　以上、認定第１５号の補足説明とさせていただきます。 

　　続きまして、認定第１６号　令和６年度京丹波町下水道事業会計決算の認定につきまして、

補足説明を申し上げます。 

　　こちらについても、別冊子の令和６年度京丹波町下水道事業会計決算書をご覧ください。 

　　まず初めに、１１ページの令和６年度京丹波町下水道事業報告書をご覧ください。 

　　概況の（１）総括事項、アの業務の状況でございますが、年度末における普及状況につい

て、行政区域内人口は１万２，２５４人で、水洗化件数は４，９０６件、前年度対比で９件

の減となりました。行政区域内人口に対する集合処理である下水道普及率は６３．８％、こ

ちらは前年度と同数となっております。これに浄化槽区域を加えた町全体の水洗化人口は１

万１，０６８人で、昨年度から２９０人減少しおりますが、全人口に対する水洗化率は９０．

３％と、こちらも前年度と同じとなっております。 

　　次に、収益的収支につきましては、５ページの損益計算書のほうでご説明させていただき

ます。 

　　１、営業収益は、下水道使用料として２億２，９８９万２，１００円となりました。 

　　営業費用で、（１）管渠費として、下水道台帳管理システムの導入業務や下水道管、マン

ホール等の修繕に１，１４０万円、（２）ポンプ場費として、管路に設置されているマンホ

ールポンプの点検や修繕に、また、管路、マンホール周囲の路面復旧費に１，２９３万７，

０８０円、（３）処理場費として、町内に２２か所ある処理場において、船井郡衛生管理組

合に委託する保守点検、汚泥引き抜き、脱水、運搬業務費用や水質検査及び産業廃棄物処理

手数料、設備修繕費用、水処理に係る薬品代等１億６，９０２万７，１５６円、（４）総係

費では、職員給与及び手当、施設の光熱水費、各種業務委託料等２，８４４万２，２６２円、
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（５）浄化槽費では、町管理対象の浄化槽１，４０２件に対して、こちらも船井郡衛生管理

組合に委託する保守点検、清掃業務のほか、浄化槽法第１１条に定められる定期検査代、浄

化槽の修繕費用など９，９０３万９，１７８円、（６）減価償却費として５億９，７３２万

５，１０５円など、営業費用合計で９億１，８１７万７８１円となりました。 

　　よって、営業利益は、マイナス６億８，８２７万８，６８１円となりました。 

　　３の営業外収益で主なものは、（１）の受取利息として７万６，５７６円、（２）の他会

計補助金は、一般会計からの繰入金として３億７，０７６万３，０００円、（３）の長期前

受金戻入につきましては、固定資産の取得時に交付を受けた分担金や補助金等について、固

定資産の取得耐用年数に応じて収益化した分として３億３，８９９万７９４円を計上いたし

ました。（４）の雑収益については、消費税納付金の返金に伴う還付加算金を収入額として

３，４００円を計上し、これら営業外収益の合計額は７億９８３万３，７７０円となりまし

た。 

　　４、営業外費用は、企業債の支払利息及びその他雑支出として４，８３５万１，４７６円。 

　　３の営業外収益と４の営業外費用の差引額は６億６，１４８万２，２９４円となりますの

で、先ほどの営業利益マイナス６億８，８２７万８，６８１円を差し引いた結果、経常利益

はマイナス２，６７９万６，３８７円となります。これに５の特別損失であります令和５年

度会計分の消費税等納付額及び下水道使用料の不納欠損額等の合計１，５２４万１，９４１

円を加味しますと、当年度純利益はマイナス４，２０３万８，３２８円となり、未処理欠損

金として同額を計上することとなりました。 

　　次に、資本的収支についてご説明させていただきます。 

　　３２ページからの資本的収入・支出明細書をご覧ください。 

　　資本的収入では、１項、企業債では、３億３，１１０万円の借入れを行いました。 

　　２項、分担金は、７件の新規加入分担金として６１６万円、３項、補助金は、京都府から

の農業集落排水事業補助金及び推進交付金として４５２万６，０００円、４項、負担金にお

ける他会計負担金の児童手当に要する費用２４万円及び５項、出資金における企業債償還元

金分の財源や工事請負費等の財源として８，５１７万３，０００円は、ともに一般会計から

の繰出金として収納しております。これらの資本的収入の合計は４億２，７１９万９，００

０円となりました。 

　　ページをめくっていただきまして、次に、資本的支出でございます。 

　　１項、建設改良費では、職員２名の人件費や測量設計業務に５件、施設の機能強化対策工

事、マンホール蓋更新工事、機械施設の更新工事、計５３件に１億２，５５２万８，４２８
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円を支出し、２項、企業債償還金では、元金償還金として４億４，１４５万５，７０５円を

支出し、３項、基金繰入支出では、８８万１１６円を下水道事業基金へと積み立て、資本的

支出の総額は５億６，７８６万４，２４９円となりました。 

　　資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億４，０６６万５，２４９円は、引継

金３，６２１万７，４２９円、消費税資本的収支調整額１，０１０万１，３３６円と損益勘

定留保資金９，４３４万６，４８４円で補塡しております。 

　　以上、認定第１６号の補足説明とさせていただきます。認定１５号と併せてご審議賜り、

お認めくださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　暫時休憩とします。 

休憩　午後　１時５３分 

再開　午後　１時５３分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　お諮りします。 

　　認定第１号　令和６年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１６

号　令和６年度京丹波町下水道事業会計決算の認定についてまでの審査につきましては、１

１名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思

います。 

　　これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　異議なしと認めます。 

　　よって、認定第１号から認定第１６号は、１１名の委員で構成する決算特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

　　暫時休憩とします。 

休憩　午後　１時５４分 

再開　午後　１時５５分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

　　お諮りします。 

　　ただいま、設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

３項の規定により、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり指名したいと思い

ます。 

　　これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　異議なしと認めます。 

　　よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり

選任することに決しました。 

　　決算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いします。 

　　暫時休憩します。 

休憩　午後　１時５５分 

再開　午後　１時５６分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　決算特別委員会において、正副委員長が決定しましたので、ご報告いたします。 

　　委員長に隅山卓夫君、副委員長に山﨑眞宏君。 

　　以上のとおりであります。よろしくお願いいたします。 

 

《日程第３４、報告第３号　健全化判断比率について～日程第３９、報告第８号　グリーンラ

ンドみずほ株式会社に関する経営状況について》 

○議長（梅原好範君）　日程第３４、報告第３号　健全化判断比率についてから、日程第３９、

報告第８号　グリーンランドみずほ株式会社に関する経営状況についてまでを一括議題とし

ます。 

　　町長の説明を求めます。 

　　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　それでは、報告第３号から順次説明いたします。 

　　報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により健全

化判断比率として、次の４指標について報告するものであります。 

　　まず、一般会計等を対象とし、赤字の程度を指標化した実質赤字比率は、収支赤字がない

ため該当せず、また、財産区を除く全ての会計を対象とし、全体としての赤字の程度を指標

化する連結実質赤字比率につきましても、収支赤字がなく該当はありません。次の、借入金

の返済額等を指標化して資金繰りの危険度を示す実質公債費比率につきましては、前年度か

ら０．６ポイント減少し、１５．２％となっております。なお、同比率に係る早期健全化基

準は２５％であります。 

　　また、借入金や将来にわたる負担の現時点での残高を指標化し、将来の財政負担の圧迫度

を示す将来負担比率につきましては、前年度から８．６ポイント減少し、５８．０％となっ
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ております。なお、同比率に係る早期健全化基準は３５０％となっております。 

　　以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。 

　　次に、報告第４号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

より公営企業の資金不足比率を報告するものであります。本町では、国保京丹波町病院事業

会計、水道事業会計及び下水道事業会計が対象となりますが、いずれも該当しませんでした。

なお、同比率の経営健全化基準は２０％となっております。 

　　以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。 

　　次に、報告第５号　公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会に関する経営状況につ

きましては、総収益が５億１３５万８，８４０円、運営管理に要する諸費用の合計は５億１

９６万４，４８７円で、収支差額は６０万５，６４７円の赤字決算となっております。 

　　同協力会は、京都府の指定管理を受け丹波自然運動公園の管理全般を行っています。 

　　同公園の令和６年度の入場者総数は約４１万人で、前年度から約１万人減少しました。こ

れは、部活動の地域展開などの理由による運動施設利用者数の減少が影響しています。 

　　一方、フリーゾーンの利用は、約９万８，０００人と、前年度比で３，６００人増加し、

イベントへの参加人数は延べ約２万７，０００人と過去最高となっております。 

　　主要事業である「丹波ちびっこまつり」、「グラウンド・ゴルフ大会」などの公園主催事

業や、「京都丹波ロードレース大会」、「京丹波マルシェ」など、本町や関連機関との共催

事業は、前年度に引き続き開催することができました。 

　　また、ファミリープールにおきましては、例年より２，０００人程度多い、約２万７，０

００人の方々にご利用いただいたところであります。 

　　京都トレーニングセンターにおいては、本町教育委員会、学校、関連団体へ訪問誘致活動

を実施し、測定・指導が１万２，３６３人、一般利用は９，４５５人と、ともに前年度並の

ご利用をいただいております。 

　　また、令和５年度に京都府と連携して応募し採択された、スポーツ庁の「地域におけるス

ポーツ医・科学サポート　体制構築事業」が２年目となり、京都府内におけるスポーツ医・

科学支援の体制を整え、地元の中高生や地元アスリートへの支援対象の拡大と、質の向上を

目指し取り組んでいるところです。 

　　引き続き、スポーツやレクリエーションを通じて、健康増進の場、家族や仲間とのふれあ

いの場、そして、生涯スポーツや学習の場となるよう協力会と連携を図ってまいります。 

　　次に、報告第６号　一般財団法人京丹波農業公社の経営状況につきましては、経常収益は

９，０４５万９８２円、事業費及び管理費に係る経常費用が８，７１３万８，９７３円、令
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和６年度の収支差額は２４５万２，９８９円の黒字決算となっております。 

　　収入の主なものは、黒大豆や小豆、ソバ、水稲、飼料用稲、堆肥散布など、作業等受託事

業収入として３，７６５万１，９０４円、ソバの加工品販売収入６０６万５，４４０円、受

取り補助金等として、町からの運営補助金２，９４１万円、堆肥による土づくり補助金等６

４３万２，８００円、水田活用直接支払交付金など５８４万７，０３０円となっています。 

　　同公社は、担い手の確保・育成を図り、効率的かつ安定的な農業経営に向けた農地の利用

集積の促進を図るとともに、農地管理や農作業受委託に併せ、特産である丹波黒大豆や瑞穂

大納言小豆、ソバの生産振興を図るとともに、ソバの加工販売や飼料用米・飼料用稲の栽培

とコントラクターとしての役割など、地域農業の総合的な振興を実践されております。今後、

さらなる経営強化に向けた取組に期待するものであります。 

　　次に、報告第７号　一般財団法人和知ふるさと振興センター全体の経営状況につきまして

は、経常収益は４億１，９６６万２，４０６円、経常経費は４億７１６万３，５０４円で、

収支差額は１，２４９万８，９０２円のプラスとなり、税引き後の収支差額は１，２４２万

８，８９９円の黒字決算となっております。 

　　収入の主なものは、営業収入２億９，４４６万６６７円、農作業受託収入６，６９５万１，

７８１円、農作業受託部運営補助金など１，０４２万３，６５２円、わち山野草の森をはじ

め町施設の管理委託料４，７０２万９，７０６円であります。 

　　なお、農作業受託部の単独決算につきましては、経常収益は７，３４１万１，８９４円を

計上しており、経常経費は６，８５４万２，６８０円であり、税引き後の収支差額は４８６

万９，２１４円の黒字決算となっています。 

　　同センターは、特産品等の販売、都市住民との交流、観光レクリエーションを通じた農林

水産業の振興など幅広い活動を目的に、道の駅「和」、わち山野草の森等の管理運営、農作

業受託と水稲育苗・米乾燥調製事業等を行っております。 

　　また、高齢者買物支援事業なども行い、町内利用者の拡充を図っております。 

　　令和６年度においては、道の駅「和」の集客と収入を増やすため、来館者が期待感を持っ

て訪れていただくよう、季節ごとにテーマを設定し、店内イベントを行い、物販、キッチン、

カフェ、総菜の各部門が連携し、来館者の滞在時間の延長に努めました。 

　　また、特産の黒大豆、栗を使った独自の加工食品を増やすため、地域農家はもとより、近

傍農家等からの仕入れに努めたところです。 

　　今後におきましても、経営改革にも取り組まれ、さらなる経営の健全化に努め、地域産業

の活性化が促進されることを期待するものであります。 
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　　報告第８号　グリーンランドみずほ株式会社の経営状況につきましては、営業外収益等を

含む総収益は１億１６万４，２２７円、法人税を含む運営管理に要する諸費用の合計は９，

７８０万７，７５７円で、収支差額は２３５万６，４７０円の黒字決算となりました。 

　　事業内容でありますが、施設全体の利用者は１９万５，５０３人で、前年度比１０１．

２％、営業収入は１億４，４６１万３，５９５円で、前年度比４．９％の増収となっており

ます。 

　　令和６年度は、前年度に新型コロナウイルス感染症が５類へと移行され、全国的にイベン

ト開催やスポーツ大会の実施など、様々な制限解除と外出機運の高揚により営業収益は前年

度比で約５％の増収となったところです。 

　　特に、道の駅の売上げは、過去９年間の最高益を記録し、対前年度比４．３％の増収とな

りました。 

　　しかし、その一方で、長引く仕入れ原価や光熱水費の高騰は著しく、引き続き厳しい経営

努力をしていただいていると認識しております。 

　　そのような中、国や京都府、町の支援策を活用し、安心して施設をご利用いただく環境の

整備を進めるとともに、アフターコロナの時代に即した集客メニューの考案や道の駅「瑞穂

の里・さらびき」のリニューアルオープンを含めて、さらに経営改善に取り組んでいただけ

るものと期待しているところであります。 

　　以上、報告とさせていただきます。 

○議長（梅原好範君）　以上で、報告を終わります。 

　　本報告については、９月１日、午前９時から開催の全員協議会において、質疑等の機会を

設けますので、ご了承ください。 

　　以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

　　よって、本日はこれをもって散会いたします。 

　　次の本会議は、９月３日に再開しますので、定刻までにご参集ください。 

　　この後、議会広報広聴特別委員会が開催されますので、委員の皆様には、お疲れのところ

お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

　　本日は、大変お疲れさまでした。 

散会　午後　２時０９分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

　　京丹波町議会　議　　長　　梅　原　好　範 

 

　　　　　〃　　　署名議員　　居　谷　知　範 

 

　　　　　〃　　　署名議員　　西　山　芳　明 


